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議案第３号 

                                      

   淡路市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例制定の件 

 

 淡路市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例    

 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

  第１節 利用定員に関する基準（第３条） 

  第２節 運営に関する基準（第４条－第３２条） 

 第３章 雑則（第３３条・第３４条）  

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特

定乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定す

る特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）の運

営の基準を定めるものとする。 

 （一般原則） 

第２条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支

援事業者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の

経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支

援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境

が等しく確保されることをめざさなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前

子どもをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校

就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなけれ

ばならない。 
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３ 特定乳児等通園支援事業者は、淡路市暴力団排除条例（平成２５年淡路市条例

第９号）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団密接

関係者又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（次項において「暴

力団員等」という。）であってはならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その運営について、淡路市暴力団排除条例第２

条第１号に規定する暴力団及び暴力団員等の支配を受けてはならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規定する特

定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行

う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

６ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支

給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等

通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員

に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

   第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

    第１節 利用定員に関する基準 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２

第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものと

する。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１６

に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通

園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園

支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１か月当たりの利

用定員を定めるものとする。 

    第２節 運営に関する基準 

 （面談） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定

子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育

環境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の

状態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、

第１９条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により

当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供
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する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければな

らない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明

し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なけ

ればならない。 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３０条の

１５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用

の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

 （あっせん及び要請に対する協力） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用に

ついて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市が行

うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

 （乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児

等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して

最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法

第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４

各号に掲げる事項を確認するものとする。 

 （乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この

条において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申

込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定

の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 （心身の状況等の把握） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認

定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園

支援の利用状況その他の教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育

等をいう。）の利用の状況の把握に努めなければならない。 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に

提供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に

規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子ど

もに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければ

ならない。 

 （特定乳児等通園支援の提供の記録） 
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第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提

供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

 （支払） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項

（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市が支

払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者

に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。）

を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に

係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する額をい

う。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園

支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で

必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用と

して見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する

金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けること

ができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通

園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

 (１) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する

費用 

 (２) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

 (３) 食事の提供に要する費用 

 (４) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜

に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるも

のに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と

認められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を

交付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、

あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支

払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認

定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、

第３項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しな

い。 

 （乳児等支援給付費の額に係る通知等） 
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第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援

に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対

し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなけれ

ばならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に

係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、

利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援

提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

 （特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育

の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業（児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支

援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護

者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければな

らない。 

 （特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結

果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

 （相談及び援助） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその

保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な

把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に

応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 （緊急時等の対応） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を

行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 （乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等

支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為

によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、

意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

 （運営規程） 
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第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（第２２条において「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。 

 (１) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 (２) その提供する特定乳児等通園支援の内容 

 (３) 職員の職種、員数及び職務の内容 

 (４) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 (５) 第１２条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用

の種類、支払を求める理由及びその額 

 (６) 第３条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

 (７) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利

用に当たっての留意事項 

 (８) 緊急時等における対応方法 

 (９) 非常災害対策 

 (１０) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (１１) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する重

要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切

な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳

児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければなら

ない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 （利用定員の遵守） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、第３条第１項の規定により定める１時間

当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

 （掲示等） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１２条の規定により乳児等支援給

付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定

乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するととも

に、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されるこ

とを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は

有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 
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 （乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国

籍、信条、社会的身分又は第１２条の規定による支払の状況によって、差別的取

扱いをしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付

認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （秘密保持等）  

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支

援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等

支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該

乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておか

なければならない。 

 （情報の提供等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用

しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、そ

の希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるよ

うに、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努

めなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告を

する場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 （利益供与等の禁止） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規

定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項におい

て「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域

型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業

者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。）又はその職員に対

し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援

事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはな

らない。 
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２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型

保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就

学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利

益を収受してはならない。 

 （苦情解決） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関す

る乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児

等支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども

等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児

等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第

３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市が行う報告若

しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員から

の質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う

調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を市に報告しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければならない。 

 (１) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備すること。 

 (２) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備

すること。 

 (３) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこ

と。 
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２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給

付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

わなければならない。 

 （会計の区分） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他

の事業の会計と区分しなければならない。 

 （記録の整備等） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等

通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

 (１) 第１４条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての

計画 

 (２) 第１１条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

 (３) 第１８条の規定による市への通知に係る記録 

 (４) 第２８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 (５) 第３０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 

   第３章 雑則 

 （電磁的記録） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行

うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出に

ついては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等

の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保
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護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事

項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子

計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条

において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合におい

て、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したもの

とみなす。 

 (１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認

定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信

し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護

者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備え

られた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録す

る方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をす

る場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルにその旨を記録する方法） 

 (２) 磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するフ

ァイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出

力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対

し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方

法による承諾を得なければならない。 

 (１) 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用する

もの 

 (２) ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給

付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない

旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定

する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等

支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得

について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあ

り、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」
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とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用

する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提

出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同

意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けな

い」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前

項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項中「第２項」

とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項を提供しよう」とあ

るのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようと

する」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第

２項各号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項において準用する前項」と、

「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事

項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み

替えるものとする。 

 （委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４号 

 

   淡路市地域振興基金条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市地域振興基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市地域振興基金条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市地域振興基金条例（平成２４年淡路市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「新市まちづくり計画に定める」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



   淡路市地域振興基金条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （設置） 

第１条 新市まちづくり計画に定める市民の連

帯の強化及び均衡ある地域振興を図るための

事業に要する経費の財源に充てるため、淡路

市地域振興基金（以下「基金」という。）を設

置する。 

  

   

 

 （設置） 

第１条 市民の連帯の強化及び均衡ある地域振

興を図るための事業に要する経費の財源に充

てるため、淡路市地域振興基金（以下「基金」

という。）を設置する。 
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議案第５号 

 

   淡路市行政手続条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市行政手続条例（平成１７年淡路市条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに

当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する

旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同

項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事

項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示

事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所

の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面

に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって

行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日から２週間を経

過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

 第２２条第３項中「第１５条第３項」の右に「及び第４項」を、「同条第３項」

の右に「及び第４項」を、「参加人」と、」の右に「同項中」を加え、「掲示を

始めた日から２週間を経過した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を

開始した」に改める。 

 第２９条中「第１５条第３項及び」の右に「第４項並びに」を加え、「「同項

第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第
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３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」

を「第１５条第４項後段」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の淡路市行政手続条例（以下この項において「新条例」

という。）第１５条第３項及び第４項（これらの規定を新条例第２２条第３項

（新条例第２５条後段において準用する場合を含む。）及び第２９条において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後にする

通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。 
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 （聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名宛人となるべき者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

 (１) 予定される不利益処分の内容及び根

拠となる条例等の条項 

 (２) 不利益処分の原因となる事実 

 (３) 聴聞の期日及び場所 

 (４) 聴聞に関する事務を所掌する組織の

名称及び所在地 

２ 前項の書面においては、次に掲げる事項を

教示しなければならない。 

 (１) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及

び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」

という。）を提出し、又は聴聞の期日への

出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提

出することができること。 

 (２) 聴聞が終結する時までの間、当該不利

益処分の原因となる事実を証する資料の

閲覧を求めることができること。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、その者の氏名、同項

第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した

書面をいつでもその者に交付する旨を当該

行政庁の事務所の掲示場に掲示することに

よって行うことができる。この場合において

は、掲示を始めた日から２週間を経過したと

きに、当該通知がその者に到達したものとみ

なす。 

 

 

 （聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名宛人となるべき者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

 (１) 予定される不利益処分の内容及び根

拠となる条例等の条項 

 (２) 不利益処分の原因となる事実 

 (３) 聴聞の期日及び場所 

 (４) 聴聞に関する事務を所掌する組織の

名称及び所在地 

２ 前項の書面においては、次に掲げる事項を

教示しなければならない。 

 (１) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及

び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」

という。）を提出し、又は聴聞の期日への

出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提

出することができること。 

 (２) 聴聞が終結する時までの間、当該不利

益処分の原因となる事実を証する資料の

閲覧を求めることができること。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、公示の方法によって

行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処
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 （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条

第３項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

２ 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に

関する一切の行為をすることができる。 

３ 代理人の資格は、書面で証明しなければな

らない。 

４ 代理人がその資格を失ったときは、当該代

理人を選任した当事者は、書面でその旨を行

政庁に届け出なければならない。 

 

 （続行期日の指定） 

第２２条 主宰者は、聴聞の期日における審理

の結果、なお聴聞を続行する必要があると認

めるときは、更に新たな期日を定めることが

できる。 

２ 前項の場合においては、当事者及び参加人

分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３

号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政

庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨（以下この項

において「公示事項」という。）を規則で定め

る方法により不特定多数の者が閲覧するこ

とができる状態に置くとともに、公示事項が

記載された書面を当該行政庁の事務所の掲

示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に

設置した電子計算機の映像面に表示したも

のの閲覧をすることができる状態に置く措

置をとることによって行うものとする。この

場合においては、当該措置を開始した日から

２週間を経過したときに、当該通知がその者

に到達したものとみなす。 

 （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条

第４項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

２ 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に

関する一切の行為をすることができる。 

３ 代理人の資格は、書面で証明しなければな

らない。 

４ 代理人がその資格を失ったときは、当該代

理人を選任した当事者は、書面でその旨を行

政庁に届け出なければならない。 

 

 （続行期日の指定） 

第２２条 主宰者は、聴聞の期日における審理

の結果、なお聴聞を続行する必要があると認

めるときは、更に新たな期日を定めることが

できる。 

２ 前項の場合においては、当事者及び参加人
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に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び

場所を書面により通知しなければならない。

ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参

加人に対しては、当該聴聞の期日においてこ

れを告知すれば足りる。 

３ 第１５条第３項の規定は、前項本文の場合

において、当事者又は参加人の所在が判明し

ないときにおける通知の方法について準用

する。この場合において、同条第３項中「不

利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは

「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日か

ら２週間を経過したとき」とあるのは「掲示

を始めた日から２週間を経過したとき（同一

の当事者又は参加人に対する２回目以降の

通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」と

読み替えるものとする。 

 

 （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第１６条の規

定は、弁明の機会の付与について準用する。

この場合において、第１５条第３項中「第１

項」とあるのは「第２８条」と、「同項第３号

及び第４号」とあるのは「同条第３号」と、

「同項各号」とあるのは「同条各号」と、第

１６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第

２８条」と、「同条第３項後段」とあるのは「第

２９条において準用する第１５条第３項後

段」と読み替えるものとする。 

に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び

場所を書面により通知しなければならない。

ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参

加人に対しては、当該聴聞の期日においてこ

れを告知すれば足りる。 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前項

本文の場合において、当事者又は参加人の所

在が判明しないときにおける通知の方法に

ついて準用する。この場合において、同条第

３項及び第４項中「不利益処分の名宛人とな

るべき者」とあるのは「当事者又は参加人」

と、同項中 「とき」とあるのは「とき（同一

の当事者又は参加人に対する２回目以降の

通知にあっては、当該措置を開始した日の翌

日）」と読み替えるものとする。 

 

 

 （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並びに

第１６条の規定は、弁明の機会の付与につい

て準用する。この場合において、第１５条第

３項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、

同条第４項中「第１項第３号及び第４号」と

あるのは「第２８条第３号」と、「同項各号」

とあるのは「同条各号」と、第１６条第１項

中「前条第１項」とあるのは「第２８条」と、

「同条第４項後段」とあるのは「第２９条に

おいて準用する第１５条第４項後段」と読み

替えるものとする。 
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議案第６号 

 

   淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （淡路市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 淡路市職員の給与に関する条例（平成１７年淡路市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

  第５条中「住居手当」の右に「、第２種初任給調整手当」を加える。 

  第１８条の次に次の１条を加える。 

 （第２種初任給調整手当） 

 第１８条の２ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員に

適用される給料表の給料月額のうち第９条第２項の規定により当該職員の属

する職務の級並びに第１０条並びに第１１条第２項及び第３項の規定により

当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務職員その他の規則

で定める職員にあっては、規則で定める額）並びにこれに第１７条の規定によ

る地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額（その額に１円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）に１２を乗じ、その額を勤務時間条例第２条

第１項に規定する勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額（その額に５０

銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生

じたときはこれを１円に切り上げた額）（次項において「特定額」という。）が、

その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額

（次項において「基準額」という。）を下回るものには、採用の日から規則で定

める日までの間、第２種初任給調整手当を支給する。 

 ２ 第２種初任給調整手当の月額は、規則で定めるところにより基準額と特定額
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との差額を月額に換算した額とする。 

 ３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第２種初

任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとし

て規則で定めるものには、規則の定めるところにより、前２項の規定に準じて、

第２種初任給調整手当を支給する。 

 ４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任給調整手当の支給に関し必要な事

項は、規則で定める。 

  第１９条第２項第１号中「第４項」を「第５項」に改め、同条第３項中「次項」

を「第５項」に改め、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項中「自動車等」

の右に「及び駐車場等」を加え、同項を同条第８項とし、同条第６項を同条第７

項とし、同条第５項中「最初の月」の右に「（当該月に通勤手当を支給することが

困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条

第６項とし、同条第４項中「及び特別料金等相当額」を「、特別料金等相当額」

に、「合計額）の」を「合計額）及び前項第１号に定める額の」に、「前２項」を

「前３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（そ

の所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号及び第

８項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例

とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前２項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 

  (１) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えな

い範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定め

る額 

  (２) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前２項の規定による額 

  別表第４中「片道６０Ｋｍ以上」を「片道６０Ｋｍ以上 ６５Ｋｍ未満」に改

め、同表に次のように加える。 

片道65㎞以上 70㎞未満 42,200 

片道70㎞以上 75㎞未満 45,700 

片道75㎞以上 80㎞未満 49,200 

片道80㎞以上 85㎞未満 52,700 

片道85㎞以上 90㎞未満 56,200 

片道90㎞以上 95㎞未満 59,600 

片道95㎞以上 100㎞未満 63,000 

片道100㎞以上 66,400 
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 （淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年淡路

市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「地域手当」の右に「、第２種初任給調整手当」を加える。 

  第６条の２の次に次の１条を加える。 

  （フルタイム会計年度任用職員の第２種初任給調整手当） 

 第６条の３ 給与条例第１８条の２の規定は、フルタイム会計年度任用職員につ

いて準用する。 

  第２７条第２項中「第８項」を「第９項」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （規則への委任） 

２ この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （淡路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 淡路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年淡路市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条中「改正後の」及び「（以下「新給与条例」という。）」を削る。 

  附則第３条第１項、第３項及び第４項中「新給与条例」を「淡路市職員の給与

に関する条例」に改め、同条第５項中「新給与条例」を「淡路市職員の給与に関

する条例第１８条の２第１項及び」に改め、同条第６項及び第７項中「新給与条

例」を「淡路市職員の給与に関する条例」に改める。 
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に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

   第１条による改正（淡路市職員の給与に関する条例の一部改正） 
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 （給与の種類） 

第５条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、

地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手

当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職

手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び

勤勉手当とする。 

 

第１８条 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （給与の種類） 

第５条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、

地域手当、住居手当、第２種初任給調整手当、

通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、

宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当及び勤勉手当とする。 

 

第１８条 (略) 

 （第２種初任給調整手当） 

第１８条の２ 新たに採用された職員であっ

て、採用の日において、当該職員に適用され

る給料表の給料月額のうち第９条第２項の規

定により当該職員の属する職務の級並びに第

１０条並びに第１１条第２項及び第３項の規

定により当該職員の受ける号給に応じた額

（定年前再任用短時間勤務職員その他の規則

で定める職員にあっては、規則で定める額）

並びにこれに第１７条の規定による地域手当

の支給割合を乗じて得た額の合計額（その額

に１円未満の端数があるときは、これを切り

捨てた額）に１２を乗じ、その額を勤務時間

条例第２条第１項に規定する勤務時間に５２

を乗じたもので除して得た額（その額に５０

銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０銭以上１円未満の端数を生じたとき

はこれを１円に切り上げた額）（次項において

「特定額」という。）が、その在勤する地域に

おける民間の賃金の最低基準を考慮して規則

で定める額（次項において「基準額」という。）

を下回るものには、採用の日から規則で定め

る日までの間、第２種初任給調整手当を支給

する。 
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   第１条による改正（淡路市職員の給与に関する条例の一部改正） 
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 （通勤手当） 

第１９条 (略) 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に定める額とする。 

 (１) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期

間につき、規則で定めるところにより算出

した当該職員の支給単位期間の通勤に要す

る運賃等の額に相当する額（以下第４項に

おいて「運賃等相当額」という。） 

 (２)・(３) (略) 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となった

者のうち、第１項第１号又は第３号に掲げる

職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に

相当するものとして規則で定める住居を含

む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別

急行列車、高速自動車国道その他の交通機関

等（第１号及び次項において「新幹線鉄道等」

という。）を利用し、その利用に係る特別料金

等を負担することを常例とするもの（任用の

事情等を考慮して規則で定める職員に限る。）

その他通勤手当を支給される職員との権衡上

２ 第２種初任給調整手当の月額は、規則で定

めるところにより基準額と特定額との差額を

月額に換算した額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職

員で、同項の規定により第２種初任給調整手

当を支給される職員との権衡上必要があると

認められるものとして規則で定めるものに

は、規則の定めるところにより、前２項の規

定に準じて、第２種初任給調整手当を支給す

る。 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任

給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 （通勤手当） 

第１９条 (略) 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に定める額とする。 

 (１) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期

間につき、規則で定めるところにより算出

した当該職員の支給単位期間の通勤に要す

る運賃等の額に相当する額（以下第５項に

おいて「運賃等相当額」という。） 

 (２)・(３) (略) 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となった

者のうち、第１項第１号又は第３号に掲げる

職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に

相当するものとして規則で定める住居を含

む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別

急行列車、高速自動車国道その他の交通機関

等（第１号及び第５項において「新幹線鉄道

等」という。）を利用し、その利用に係る特別

料金等を負担することを常例とするもの（任

用の事情等を考慮して規則で定める職員に限

る。）その他通勤手当を支給される職員との権
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必要があると認められるものとして規則で定

める職員の通勤手当の額は、前項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (１) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等

に係る通勤手当 支給単位期間につき、規

則で定めるところにより算出した当該職員

の支給単位期間の通勤に要する特別料金等

の額に相当する額（次項において「特別料

金等相当額」という。） 

 (２) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で

除して得た額（交通機関等が２以上ある場合

においては、その合計額）、第２項第２号に定

める額及び特別料金等相当額をその支給単位

期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が

２以上ある場合においては、その合計額）の

合計額が１５万円を超える職員の通勤手当の

額は、前２項の規定にかかわらず、当該職員

衡上必要があると認められるものとして規則

で定める職員の通勤手当の額は、前項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (１) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等

に係る通勤手当 支給単位期間につき、規

則で定めるところにより算出した当該職員

の支給単位期間の通勤に要する特別料金等

の額に相当する額（第５項において「特別

料金等相当額」という。） 

 (２) (略) 

４ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、

自動車等の駐車のための施設（その所在地及

び利用形態が規則で定める要件を満たすもの

に限る。第１号及び第８項において「駐車場

等」という。）を利用し、その料金を負担する

ことを常例とするもの（規則で定める職員を

除く。）の通勤手当の額は、前２項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

 (１) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期

間につき、５，０００円を超えない範囲内

で１か月当たりの駐車場等の料金に相当す

る額として規則で定める額 

 (２) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当

 前２項の規定による額 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で

除して得た額（交通機関等が２以上ある場合

においては、その合計額）、第２項第２号に定

める額、特別料金等相当額をその支給単位期

間の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が２

以上ある場合においては、その合計額）及び

前項第１号に定める額の合計額が１５万円を

超える職員の通勤手当の額は、前３項の規定
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の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長

い支給単位期間につき、１５万円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額とする。 

 

５ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める

通勤手当にあっては、規則で定める期間）に

係る最初の月の規則で定める日に支給する。 

 

 

 

６ (略) 

７ この条において「支給単位期間」とは、通

勤手当の支給の単位となる期間として６か月

を超えない範囲内で１か月を単位として規則

で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあ

っては、１か月）をいう。 

８ (略) 

 

別表第４（第１９条関係） 

通勤手当定額表 

自動車等の通勤距離 手当額 

(略) 

片道60㎞以上 41,500 

 

にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支

給単位期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、１５万円に当該支給単位期間の月数を乗

じて得た額とする。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める

通勤手当にあっては、規則で定める期間）に

係る最初の月（当該月に通勤手当を支給する

ことが困難な場合として規則で定める場合に

あっては、その翌月）の規則で定める日に支

給する。 

７ (略) 

８ この条において「支給単位期間」とは、通

勤手当の支給の単位となる期間として６か月

を超えない範囲内で１か月を単位として規則

で定める期間（自動車等及び駐車場等に係る

通勤手当にあっては、１か月）をいう。 

９ (略) 

 

別表第４（第１９条関係） 

通勤手当定額表 

自動車等の通勤距離 手当額 

(略) 

片道60㎞以上 65㎞

未満 

41,500 

片道65㎞以上 70㎞

未満 

42,200 

片道70㎞以上 75㎞

未満 

45,700 

片道75㎞以上 80㎞

未満 

49,200 

片道80㎞以上 85㎞

未満 

52,700 

片道85㎞以上 90㎞ 56,200 
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未満 

片道90㎞以上 95㎞

未満 

59,600 

片道95㎞以上 100㎞

未満 

63,000 

片道100㎞以上 66,400 
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 （会計年度任用職員の給与の種類等） 

第２条 法第２２条の２第１項第２号により採

用された会計年度任用職員（技能労務職の会

計年度任用職員（以下「技能労務職員」とい

う。）を除く。以下「フルタイム会計年度任用

職員」という。）の給与は、給料、地域手当、

通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤

勉手当をいい、同項第１号により採用された

会計年度任用職員（技能労務職員を除く。以

下「パートタイム会計年度任用職員」という。）

の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当をい

う。 

２・３ (略) 

 

 （フルタイム会計年度任用職員の地域手当） 

第６条の２ (略) 

 

 

 

 

 

 

 （パートタイム会計年度任用職員の通勤に係

る費用弁償） 

第２７条 (略) 

２ 通勤に係る費用弁償の額（その支給の単位

となる一定の期間における通勤の回数が少な

い者についての減額の措置を含む。）、支給日

及び返納については、給与条例第１９条第２

項から第８項までの規定の例による。 

 

 （会計年度任用職員の給与の種類等） 

第２条 法第２２条の２第１項第２号により採

用された会計年度任用職員（技能労務職の会

計年度任用職員（以下「技能労務職員」とい

う。）を除く。以下「フルタイム会計年度任用

職員」という。）の給与は、給料、地域手当、

第２種初任給調整手当、通勤手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日

直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項

第１号により採用された会計年度任用職員

（技能労務職員を除く。以下「パートタイム

会計年度任用職員」という。）の給与は、報酬、

期末手当及び勤勉手当をいう。 

２・３ (略) 

 

 （フルタイム会計年度任用職員の地域手当） 

第６条の２ (略) 

 （フルタイム会計年度任用職員の第２種初任

給調整手当） 

第６条の３ 給与条例第１８条の２の規定は、

フルタイム会計年度任用職員について準用す

る。 

 

 （パートタイム会計年度任用職員の通勤に係

る費用弁償） 

第２７条 (略) 

２ 通勤に係る費用弁償の額（その支給の単位

となる一定の期間における通勤の回数が少な

い者についての減額の措置を含む。）、支給日

及び返納については、給与条例第１９条第２

項から第９項までの規定の例による。 
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   附 則 

 （施行期日） 

第１条 (略) 

 （経過措置） 

第２条 改正後の淡路市職員の給与に関する条

例（以下「新給与条例」という。）附則第１８

項から第２４項までの規定は、地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法律第６３

号。以下「改正法」という。）附則第３条第５

項又は第６項の規定により勤務している職員

には適用しない。 

第３条 改正法附則第９条第６項に規定する暫

定再任用職員（以下「暫定再任用職員」とい

う。）（改正法による改正後の地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再

任用職員（以下この条において「暫定再任用

短時間勤務職員」という。）を除く。以下この

項、次項及び第５項において同じ。）の給料月

額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短

時間勤務職員であるものとした場合に適用さ

れる新給与条例第７条第２項に規定する給料

表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げ

る基準給料月額のうち、新給与条例第９条第

２項の規定により当該暫定再任用職員の属す

る職務の級に応じた額とする。 

 

２ (略) 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、

当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任

用短時間勤務職員であるものとした場合に適

用される新給与条例第７条第２項に規定する

給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に

  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 (略) 

 （経過措置） 

第２条 淡路市職員の給与に関する条例附則第

１８項から第２４項までの規定は、地方公務

員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号。以下「改正法」という。）附則第３条

第５項又は第６項の規定により勤務している

職員には適用しない。 

 

第３条 改正法附則第９条第６項に規定する暫

定再任用職員（以下「暫定再任用職員」とい

う。）（改正法による改正後の地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再

任用職員（以下この条において「暫定再任用

短時間勤務職員」という。）を除く。以下この

項、次項及び第５項において同じ。）の給料月

額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短

時間勤務職員であるものとした場合に適用さ

れる淡路市職員の給与に関する条例第７条第

２項に規定する給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、

淡路市職員の給与に関する条例第９条第２項

の規定により当該暫定再任用職員の属する職

務の級に応じた額とする。 

２ (略) 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、

当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任

用短時間勤務職員であるものとした場合に適

用される淡路市職員の給与に関する条例第７

条第２項に規定する給料表の定年前再任用短
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掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第９

条第２項の規定により当該暫定再任用短時間

勤務職員の属する職務の級に応じた額に、淡

路市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第

２条第３項の規定により定められた当該暫定

再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする。 

 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任

用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の

規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤

務職員とみなして、新給与条例第２９条第３

項の規定を適用する。 

 

６ 新給与条例第３２条第１項の職員に暫定再

任用職員が含まれる場合における勤勉手当の

額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごと

の総額の算定に係る同項の規定の適用につい

ては、同項第１号中「定年前再任用短時間勤

務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤

務職員及び地方公務員法の一部を改正する法

律（令和３年法律第６３号）附則第９条第６

項に規定する暫定再任用職員（次号において

「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２

号中「定年前再任用短時間勤務職員」とある

のは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定

再任用職員」とする。 

７ 新給与条例第１０条、第１１条、第１６条

及び第１９条の２の規定は、暫定再任用職員

には適用しない。 

８ (略) 

時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のう

ち、淡路市職員の給与に関する条例第９条第

２項の規定により当該暫定再任用短時間勤務

職員の属する職務の級に応じた額に、淡路市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条

第３項の規定により定められた当該暫定再任

用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任

用短時間勤務職員とみなして、淡路市職員の

給与に関する条例の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤

務職員とみなして、淡路市職員の給与に関す

る条例第１８条の２第１項及び第２９条第３

項の規定を適用する。 

６ 淡路市職員の給与に関する条例第３２条第

１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合

における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲

げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項

の規定の適用については、同項第１号中「定

年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定

年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法律第６３

号）附則第９条第６項に規定する暫定再任用

職員（次号において「暫定再任用職員」とい

う。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時

間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時

間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

７ 淡路市職員の給与に関する条例第１０条、

第１１条、第１６条及び第１９条の２の規定

は、暫定再任用職員には適用しない。 

８ (略) 
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議案第７号 

 

   淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市国民健康保険税条例（平成１７年淡路市条例第１４５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項第１号中「という。）及び」を「という。）、」に改め、「介護納付金」

という。）」の右に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定

による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付

金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 (４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 第２条第３項中「属する」の右に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を

加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属す

る１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 

 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 

 第６条第１号中「第１０条」の右に「、第１４条の５」を加える。 

 第１４条の次に次の４条を加える。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 
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第１４条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分

の０．３を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額） 

第１４条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，２

００円とする。 

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額） 

第１４条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険

者１人について１００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額） 

第１４条の５ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９００円 

 (２) 特定世帯 ４５０円 

 (３) 特定継続世帯 ６７５円 

 第２８条第１項中「２６万円）並びに」を「２６万円）、」に改め、「１７万円）」

の右に「並びに同条第５項の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに

掲げる額を減額して得た額」を加え、同項第１号に次のように加える。 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて８４０円 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について７０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６３０円 

   (イ) 特定世帯 ３１５円 

   (ウ) 特定継続世帯 ４７３円 

 第２８条第１項第２号に次のように加える。 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて６００円 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上
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被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について５０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４５０円 

   (イ) 特定世帯 ２２５円 

   (ウ) 特定継続世帯 ３３８円 

 第２８条第１項第３号に次のように加える。 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて２４０円 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について２０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １８０円 

   (イ) 特定世帯 ９０円 

   (ウ) 特定継続世帯 １３５円 

 第２８条第２項に次の１号を加える。 

 (３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次

に定める額 

  ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １８０円 

  イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ３００円 

  ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ４８０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６００円 

 第２８条第３項中「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額及び１

８歳以上被保険者均等割額」に、「被保険者均等割額）は」を「被保険者均等割額

及び１８歳以上被保険者均等割額）は」に改め、同項に次の３号を加える。 

 (７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所

得割額 当該出産被保険者につき第１４条の２の規定により算定した所得割

額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

 (８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１４条の３の規定により算定し
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た被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１

８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１４条の４の規定に

より算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

 第２８条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）があ

る場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき

算定した被保険者均等割額（第１項、第２項又は前項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当

該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額

とする。 

 附則第３項、第４項、第６項、第７項、第８項、第９項、第１０項、第１１項、

第１２項及び第１３項中「第１１条」の右に「、第１４条の２」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の淡路市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 
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 （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保

険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者につき算定した

次に掲げる額の合算額とする。 

 （１） 基礎課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険に関する特別会計において

負担する国民健康保険事業に要する費用

（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）の規定による国民健康保険事業費納

付金（以下この条において「国民健康保険

事業費納付金」という。）の納付に要する

費用のうち、県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）の規定による後期高齢者支援金等（以

下この条において「後期高齢者支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の規定による納付金（以下こ

の条において「介護納付金」という。）の

納付に要する費用に充てる部分を除く。）

に充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。） 

 

 

 

 

 (２)・(３) (略)  

 

 

 

 

 

 

 

 （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保

険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者につき算定した

次に掲げる額の合算額とする。 

 (１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、

国民健康保険に関する特別会計において

負担する国民健康保険事業に要する費用

（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）の規定による国民健康保険事業費納

付金（以下この条において「国民健康保険

事業費納付金」という。）の納付に要する

費用のうち、県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）の規定による後期高齢者支援金等（以

下この条において「後期高齢者支援金等」

という。）、介護保険法（平成９年法律第

１２３号）の規定による納付金（以下この

条において「介護納付金」という。）及び子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）の規定による子ども・子育て支援納

付金（以下この条において「子ども・子育

て支援納付金」という。）の納付に要する費

用に充てる部分を除く。）に充てるための

国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

 (２)・(３) (略) 

 (４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国

民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する

子ども・子育て支援納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）に充てるため
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現        行 改   正   案 
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２ (略) 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が２６万円を超える場合において

は、後期高齢者支援金等課税額は、２６万円

とする。 

４ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３１４条の２第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合計額から同条第２

項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に１００分の

７．３を乗じて算定する。 

２ (略) 

の国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

２ (略) 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税

額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被保険

者均等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が２６万円を超え

る場合においては、後期高齢者支援金等課税

額は、２６万円とする。 

４ (略) 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の

被保険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算

額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以

下「法」という。）第７０３条の４第３０項に

規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均

等割額を加算した額とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規定に

よる控除をした後の総所得金額及び山林所

得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に１００分の７．３を乗じ

て算定する。 

 

２ (略) 
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 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の世帯別平等割額） 

第６条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次

の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

 (１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下この号

において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。次号、第１０条及び第２８条第１項

において同じ。）及び特定継続世帯（特定

同一世帯所属者と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって特定月以後

５年を経過する月の翌月から特定月以後

８年を経過する月までの間にあるもの（当

該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。）をいう。第３号、第１０条及び同項

において同じ。）以外の世帯 ２２，１０

０円 

 (２)・(３) (略) 

 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額） 

第１４条 (略) 

 

 

 

 

 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の世帯別平等割額） 

第６条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次

の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

 (１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当該

資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下この号

において「特定月」という。）以後５年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。）を

いう。次号、第１０条、第１４条の５及び

第２８条第１項において同じ。）及び特定

継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世

帯に属する被保険者が属する世帯であっ

て特定月以後５年を経過する月の翌月か

ら特定月以後８年を経過する月までの間

にあるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。）をいう。第３号、第１

０条、第１４条の５及び同項において同

じ。）以外の世帯 ２２，１００円 

 (２)・(３) (略) 

 

 （介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額） 

第１４条 (略) 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の所得割額） 

第１４条の２ 第２条第５項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に１００分の０．３

を乗じて算定する。 
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 （国民健康保険税の減額） 

第２８条 次の各号のいずれかに該当する国

民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６６万円

を超える場合には、６６万円）、同条第３項

本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が２６万円を超える場合には、２

６万円）並びに同条第４項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額して

得た額（当該減額して得た額が１７万円を超

える場合には、１７万円）の合算額とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

第１４条の３ 第２条第５項の被保険者均等

割額は、被保険者１人について１，２００円

とする。 

 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均

等割額） 

第１４条の４ 第２条第５項の１８歳以上被

保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１人

について１００円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第１４条の５ 第２条第５項の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 ９００円 

 (２) 特定世帯 ４５０円 

 (３) 特定継続世帯 ６７５円 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２８条 次の各号のいずれかに該当する国

民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６６万円

を超える場合には、６６万円）、同条第３項

本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が２６万円を超える場合には、２

６万円）、同条第４項本文の介護納付金課税

額からオ及びカに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１７万円を超える

場合には、１７万円）並びに同条第５項の子
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 (１) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同

条第１項に規定する給与等の収入金額が

５５万円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条

第４項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が６０万

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入金額が

１１０万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計

数（以下この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合にあっては、

４３万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額

を加算した金額）を超えない世帯に係る納

税義務者 

  ア～カ (略) 

 

ども・子育て支援納付金課税額からキからケ

までに掲げる額を減額して得た額の合算額

とする。 

 (１) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同

条第１項に規定する給与等の収入金額が

５５万円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公的年

金等に係る所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条

第４項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が６０万

円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入金額が

１１０万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計

数（以下この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合にあっては、

４３万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に１０万円を乗じて得た金額

を加算した金額）を超えない世帯に係る納

税義務者 

  ア～カ (略) 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど
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 (２) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）

に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき３０万５，０００円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号に

該当する者を除く。） 

  ア～カ (略) 

 

 

 

 

 

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について８

４０円 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の１８歳以上被

保険者均等割額 １８歳以上被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について７０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 ６３０円 

   (イ) 特定世帯 ３１５円 

   (ウ) 特定継続世帯 ４７３円 

 (２) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）

に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき３０万５，０００円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者（前号に

該当する者を除く。） 

  ア～カ (略) 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について６

００円 
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 (３) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）

に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき５６万円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

  ア～カ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の１８歳以上被

保険者均等割額 １８歳以上被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について５０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 ４５０円 

   (イ) 特定世帯 ２２５円 

   (ウ) 特定継続世帯 ３３８円 

 (３) 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１

０万円を乗じて得た金額を加算した金額）

に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき５６万円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

  ア～カ (略) 

  キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について２

４０円 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の１８歳以上被

保険者均等割額 １８歳以上被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除
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２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義務

者に対して課する被保険者均等割額（当該納

税義務者の世帯に属する未就学児につき算

定した被保険者均等割額（前項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、

当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

 (１)・(２) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

く。）１人について２０円 

  ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

   (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外

の世帯 １８０円 

   (イ) 特定世帯 ９０円 

   (ウ) 特定継続世帯 １３５円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３

１日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義務

者に対して課する被保険者均等割額（当該納

税義務者の世帯に属する未就学児につき算

定した被保険者均等割額（前項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、

当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

 (１)・(２) (略) 

 (３) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児１人について次に定める

額 

  ア 前項第１号キに規定する金額を減額

した世帯 １８０円 

  イ 前項第２号キに規定する金額を減額

した世帯 ３００円 

  ウ 前項第３号キに規定する金額を減額

した世帯 ４８０円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世

帯 ６００円 
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３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地

方税法施行令第５６条の８９第４項に規定

する出産被保険者（以下「出産被保険者」と

いう。）が属する場合における当該納税義務

者に対して課する所得割額及び被保険者均

等割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険

者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して

得た額とする。 

 

 

 (１)～(６) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地

方税法施行令第５６条の８９第４項に規定

する出産被保険者（以下「出産被保険者」と

いう。）が属する場合における当該納税義務

者に対して課する所得割額並びに被保険者

均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の被保険者

均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額）

は、当該所得割額並びに被保険者均等割額及

び１８歳以上被保険者均等割額から、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額を減額して得た額とする。 

 (１)～(６) (略) 

 (７) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額 当該出産被保険者につき第１４条の

２の規定により算定した所得割額の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

 (８) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第

１４条の３の規定により算定した被保険

者均等割額（第１項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 (９) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額 当該出産被保険

者につき第１４条の４の規定により算定

した１８歳以上被保険者均等割額（第１項
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   附 則 

 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３３条の２第５項の配当所得等

を有する場合における第３条、第７条、第１

１条及び第２８条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３

条の２第５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３３条の

に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の１８歳以上被

保険者均等割額）の１２分の１の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日以前である被保険者（以下「１８歳未

満被保険者」という。）がある場合における当

該納税義務者に対して課する子ども・子育て

支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該

納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保

険者につき算定した被保険者均等割額（第１

項、第２項又は前項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険

者均等割額から、当該被保険者均等割額に相

当する額を減額して得た額とする。 

 

   附 則 

 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３３条の２第５項の配当所得等

を有する場合における第３条、第７条、第１

１条、第１４条の２及び第２８条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附
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２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、第２８条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額」と

する。 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有す

る場合における第３条、第７条、第１１条及

び第２８条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３４条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定に該当する場合には、これ

らの規定の適用により同法第３１条第１項

に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲

渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額」と、第２８条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４条第４

則第３３条の２第５項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、第２８条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額」とする。 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有す

る場合における第３条、第７条、第１１条、

第１４条の２及び第２８条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金

額。以下この項において「控除後の長期譲渡

所得の金額」という。）の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額」と、第２８条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び
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項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

 

 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の２第５項の一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における第

３条、第７条、第１１条及び第２８条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２

８条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３５条

の２第５項に規定する一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」とする。 

 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の２の２第５項の上場株

式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第３条、第７条、第１１条及び第２８条の

規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

に法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の２第５項の一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における第

３条、第７条、第１１条、第１４条の２及び

第２８条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、第２８条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３５条の２第５項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の２の２第５項の上場株

式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第３条、第７条、第１１条、第１４条の２

及び第２８条の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条

の２の２第５項に規定する上場株式等に係
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金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第２８条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲

渡所得又は雑所得を有する場合における第

３条、第７条、第１１条及び第２８条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」と、第２８条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３３条の３第５項の事業所得又

る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第３１４条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、第２８条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３５条の２の２

第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」とする。 

 （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲

渡所得又は雑所得を有する場合における第

３条、第７条、第１１条、第１４条の２及び

第２８条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」

と、第２８条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」とする。 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が法附則第３３条の３第５項の事業所得又
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は雑所得を有する場合における第３条、第７

条、第１１条及び第２８条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第３１４条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」と、第２８条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」とす

る。 

 （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規

定する特例適用利子等、同法第１２条第５項

に規定する特例適用利子等又は同法第１６

条第２項に規定する特例適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及

び雑所得を有する場合における第３条、第７

条、第１１条及び第２８条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「山

林所得金額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に

関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第

８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６

条第２項において準用する場合を含む。）に

は雑所得を有する場合における第３条、第７

条、第１１条、第１４条の２及び第２８条の

規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３３条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、第２８条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」とする。 

 （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規

定する特例適用利子等、同法第１２条第５項

に規定する特例適用利子等又は同法第１６

条第２項に規定する特例適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及

び雑所得を有する場合における第３条、第７

条、第１１条、第１４条の２及び第２８条第

１項の規定の適用については、第３条第１項

中「山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者

等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５

項及び第１６条第２項において準用する場
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規定する特例適用利子等の額（以下この条及

び第２８条第１項において「特例適用利子等

の額」という。）の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２

８条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用利子等の額」とす

る。 

 （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第

８条第４項に規定する特例適用配当等、同法

第１２条第６項に規定する特例適用配当等

又は同法第１６条第３項に規定する特例適

用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第３条、第７条、第

１１条及び第２８条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「山林所得金額の

合計額から同条第２項」とあるのは「山林所

得金額並びに外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項（同法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を

含む。）に規定する特例適用配当等の額（以

下この条及び第２８条第１項において「特例

適用配当等の額」という。）の合計額から法

第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額

の合計額（」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額の合計額（」と、同条

合を含む。）に規定する特例適用利子等の額

（以下この条及び第２８条第１項において

「特例適用利子等の額」という。）の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、「山林所

得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金

額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は特例適用利子

等の額」と、第２８条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適

用利子等の額」とする。 

 （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第

８条第４項に規定する特例適用配当等、同法

第１２条第６項に規定する特例適用配当等

又は同法第１６条第３項に規定する特例適

用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所

得を有する場合における第３条、第７条、第

１１条、第１４条の２及び第２８条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「山

林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「山林所得金額並びに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律第８条第４項（同法第１２

条第６項及び第１６条第３項において準用

する場合を含む。）に規定する特例適用配当

等の額（以下この条及び第２８条第１項にお

いて「特例適用配当等の額」という。）の合

計額から法第３１４条の２第２項」と、「山

林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所

得金額並びに特例適用配当等の額の合計額
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第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は特例適用配当等の

額」と、第２８条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配

当等の額」とする。 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等に係る利子所

得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所

得を有する場合における第３条、第７条、第

１１条及び第２８条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の

額の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定する条

約適用利子等の額」と、第２８条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例

適用配当等の額」と、第２８条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

に特例適用配当等の額」とする。 

 （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実

施特例法」という。）第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等に係る利子所

得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所

得を有する場合における第３条、第７条、第

１１条、第１４条の２及び第２８条の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額の合計額から法第３１４条の

２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１０

項に規定する条約適用利子等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額」と、第２８

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施
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２の２第１０項に規定する条約適用利子等

の額」とする。 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等に係る

利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第７条、第１１条及び第２

８条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４

年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額の合計額から法

第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得

金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等

の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当等の

額」と、第２８条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

 

 

特例法第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額」とする。 

 （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等に係る

利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第７条、第１１条、第１４

条の２及び第２８条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額」と、第２８条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等

の額」とする。 
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議案第８号 

 

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年淡路市条例第２２０号）の一部を

次のように改正する。 

 第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし

書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円」を

「４３３円」に改め、「、第２号に該当する扶養親族については、１人につき３８３

円を」を削り、「第３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に改め、同項

中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

 別表中「１２，９００円」を「１３，３４０円」に、「１３，７００円」を「１４，

１７０円」に、「１４，５００円」を「１５，０００円」に、「１１，３００円」を「１

１，６７０円」に、「１２，１００円」を「１２，５００円」に、「９，７００円」を

「１０，０００円」に、「１０，５００円」を「１０，８４０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の淡路市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び

第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた淡

路市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補

償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条

例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及

び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）につ

いて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）
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及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等につい

ては、なお従前の例による。 
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 （補償基礎額） 

第５条 (略) 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところ

による。 

 (１) (略) 

 (２) 消防作業従事者、救急業務協力者若

しくは水防従事者又は応急措置従事者

（以下「消防作業従業者等」という。）

が消防作業等に従事し、若しくは救急業

務に協力し、又は応急措置の業務に従事

したことにより死亡し、負傷し、若しく

は疾病にかかり、又は消防作業等に従事

し、若しくは救急業務に協力し、又は応

急措置の業務に従事したことによる負

傷若しくは疾病により死亡し、若しくは

障害の状態となった場合には、９，７０

０円とする。ただし、その額が、その者

の通常得ている収入の日額に比して公

正を欠くと認められるときは、１４，５

００円を超えない範囲内においてこれ

を増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非

常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又

は消防作業従事者、救急業務協力者、水防

従事者若しくは応急措置従事者（以下「非

常勤消防団員等」という。）の事故発生日

において、他に生計のみちがなく主として

非常勤消防団員等の扶養を受けていたも

のを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤

消防団員等については、前項の規定による

金額に、第１号に該当する扶養親族につい

ては１人につき１００円を、第２号に該当

する扶養親族については、１人につき３８

３円を、第３号から第６号までのいずれか

 

 （補償基礎額） 

第５条 (略) 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところ

による。 

 (１) (略) 

 (２) 消防作業従事者、救急業務協力者若

しくは水防従事者又は応急措置従事者

（以下「消防作業従業者等」という。）

が消防作業等に従事し、若しくは救急業

務に協力し、又は応急措置の業務に従事

したことにより死亡し、負傷し、若しく

は疾病にかかり、又は消防作業等に従事

し、若しくは救急業務に協力し、又は応

急措置の業務に従事したことによる負

傷若しくは疾病により死亡し、若しくは

障害の状態となった場合には、１０，０

００円とする。ただし、その額が、その

者の通常得ている収入の日額に比して

公正を欠くと認められるときは、１５，

０００円を超えない範囲内においてこ

れを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非

常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又

は消防作業従事者、救急業務協力者、水防

従事者若しくは応急措置従事者（以下「非

常勤消防団員等」という。）の事故発生日

において、他に生計のみちがなく主として

非常勤消防団員等の扶養を受けていたも

のを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤

消防団員等については、前項の規定による

金額に、第１号に該当する扶養親族につい

ては１人につき４３３円を、第２号から第

５号までのいずれかに該当する扶養親族

については１人につき２１７円を、それぞ
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に該当する扶養親族については１人につ

き２１７円を、それぞれ加算して得た額を

もって補償基礎額とする。 

 (１) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。） 

 (２) ２２歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある子 

 (３) ２２歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある孫 

 (４) ６０歳以上の父母及び祖父母 

 (５) ２２歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある弟妹 

 (６) 重度心身障害者 

４ （略） 

 

別表（第５条関係） 

補償基礎額表 

階級 

勤務年数 

10 年未満 
10 年以上

20 年未満 
20 年以上 

団長、地

区団長及

び副団長 

12,900 円 13,700 円 14,500 円 

分団長及

び副分団

長 

11,300 円 12,100 円 12,900 円 

部長、副

部長、班

長及び団

員 

9,700 円 10,500 円 11,300 円 

 備考 

  １・２ (略) 

れ加算して得た額をもって補償基礎額と

する。 

 

 

 

  

 (１) ２２歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある子 

 (２) ２２歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある孫 

 (３) ６０歳以上の父母及び祖父母 

 (４) ２２歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある弟妹 

 (５) 重度心身障害者 

４ （略） 

 

別表（第５条関係） 

補償基礎額表 

階級 

勤務年数 

10 年未満 
10 年以上

20 年未満 
20 年以上 

団長、地

区団長及

び副団長 

13,340 円 14,170 円 15,000 円 

分団長及

び副分団

長 

11,670 円 12,500 円 13,340 円 

部長、副

部長、班

長及び団

員 

10,000 円 10,840 円 11,670 円 

 備考 

  １・２ (略) 
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議案第９号 

 

   淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年淡路市条例第１０６号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「、乳幼児等並びに母子家庭、父子家庭及び遺児」を「（重度障害児を含

む。以下同じ。）、高齢重度障害者、乳幼児等、こども及び母子家庭等」に改める。 

 第２条第１号中「いない者」の右に「（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号。以下「法」という。）第５０条第２号に該当する者を除く。）」を

加え、同条第２号から第７号までを次のように改める。 

 (２) 重度障害者 次のいずれかに該当する者（法第５０条第１号又は第２号に

該当する者を除く。）をいう。 

  ア 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に

定める障害の程度が１級又は２級に該当する者及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法（昭和

３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第６条に規

定する精神保健福祉センターの長又は医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しく

は神経科を担当する医師により、重度知的障害者（児）と判定された者 

  イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５

５号）第６条に定める障害の程度が１級に該当し、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者 

 (３) 高齢重度障害者 前号ア又はイに該当する者のうち法第５０条第１号又
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は第２号に該当する者をいう。 

 (４) 乳幼児等 乳児及び幼児等をいう。 

 (５) 乳児 １歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者（重度障害者医

療又は母子家庭等医療の受給者を除く。）をいう。 

 (６) 幼児等 １歳の誕生日の属する月の翌月の初日から９歳に達する日以後

の最初の３月３１日を経過していない者（重度障害者医療又は母子家庭等医療

の受給者を除く。）をいう。 

 (７) こども ９歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から１８歳に達す

る日以後の最初の３月３１日を経過していない者（重度障害者医療若しくは母

子家庭等医療の受給者又は次に掲げる者を除く。）をいう。 

  ア 婚姻している者及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にある者 

  イ 自らが法及び法第７条第１項に規定する医療保険各法（以下これらを「医

療保険各法」という。）の規定による被保険者（国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）の規定による被保険者にあっては、世帯主に限る。）、組合

員又は加入者である者 

 第２条中第２２号及び第２３号を削り、第２１号を第２２号とし、第１２号から

第２０号までを１号ずつ繰り下げ、第１１号の次に次の１号を加える。 

 (１２) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から次に掲げる額を控

除した額をいう。 

  ア 医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの（以下「保険者」という。）

が負担すべき額（保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規

定する保険給付と併せて当該保険給付に準じて給付を受けることができる

場合における当該支給又は給付の額を含む。） 

  イ 医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共

団体（保険者たる地方公共団体を除く。）又は独立行政法人の負担において行

われる医療に関する給付（以下「医療保険以外の国等の給付」という。）の額 

 第２条第１１号を削り、同条第１０号中「高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号。以下単に「法」という。）及び法第７条第１項に規定する医

療保険各法（以下「医療保険各法」という。）」を「医療保険各法」に改め、同号を

同条第１１号とし、同条第９号の次に次の１号を加える。 

 (１０) こども保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に

監護する者をいう。 

 第２条第２４号中「児童」を「監護する児童」に改め、同号を同条第２３号とす

る。 

 第３条第１項中「乳児保護者又は幼児等保護者」を「高齢重度障害者、乳児保護
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者、幼児等保護者、こども保護者」に改め、同項第２号中「重度障害者の福祉医療

費」を「重度障害者及び高齢重度障害者の福祉医療費」に、「の疾病（重度精神障害

者は、精神疾患による疾病を除く」を「又は高齢重度障害者の疾病（これらの者が

前条第２号イに該当する者である場合の精神疾患による疾病は、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成１７年法律第１２３号)第５８

条に規定する自立支援医療費（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令(平成１８年政令第１０号)第１条の２第３号に規定する精神通

院医療に限る。）の支給を受けられる場合に限る」に改め、同項第３号中「乳児及び

幼児」を「乳幼児等」に改め、同項第４号を次のように改める。 

 (４) こどもの福祉医療費 こどもの疾病又は負傷について医療保険各法の給

付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。 

 第３条第１項第７号中「、第３号、第４号」を削る。 

 第４条第１項第２号中「重度障害者については、重度障害者」を「重度障害者及

び高齢重度障害者（以下この号において「重度障害者等」という。）については、重

度障害者等」に、「重度障害者の」を「重度障害者等の」に改め、同項第３号ア中「あ

るとき」を「あるとき。」に改め、同号イ中「児童」を「監護する児童」に改め、同

条第３項を削る。 

 第６条第１項中「老齢期移行者、重度障害者、乳幼児等」を「高齢期移行者、重

度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、こども」に改め、「第３条」の右に「の規定」

を加える。 

 第７条中「老齢期移行者、重度障害者、乳幼児等」を「高齢期移行者、重度障害

者、高齢重度障害者、乳幼児等、こども」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の淡路市福祉医療費の助成に関する条例（以下「改正後

の条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助

成については、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 改正後の条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者

に係る受給者証の交付その他医療費の助成に関し必要な手続その他の行為は、施

行日前においても行うことができる。 

 （淡路市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 
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４ 淡路市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年

淡路市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１中 

 「 

(４) 福祉医療費助成条例による乳幼児等の医療費の助成及び資格の認

定に関する事務（以下「乳幼児等医療費助成事務」という。）であって規

則で定めるもの 

(５) 福祉医療費助成条例による母子家庭等の医療費の助成及び資格の

認定に関する事務（以下「母子家庭等医療費助成事務」という。）であっ

て規則で定めるもの 

(６) 高齢重度障害者の医療費の助成及び資格の認定に関する事務（以下

「高齢重度障害者医療費助成事務」という。）であって規則で定めるも

の 

(７) こどもの医療費の助成及び資格の認定に関する事務（以下「こども

医療費助成事務」という。）であって規則で定めるもの 

                                    」 

 を 

 「 

(４) 福祉医療費助成条例による高齢重度障害者の医療費の助成及び資

格の認定に関する事務（以下「高齢重度障害者医療費助成事務」という。）

であって規則で定めるもの 

(５) 福祉医療費助成条例による乳幼児等の医療費の助成及び資格の認

定に関する事務（以下「乳幼児等医療費助成事務」という。）であって規

則で定めるもの 

(６) 福祉医療費助成条例によるこどもの医療費の助成及び資格の認定

に関する事務（以下「こども医療費助成事務」という。）であって規則で

定めるもの 

(７) 福祉医療費助成条例による母子家庭等の医療費の助成及び資格の

認定に関する事務（以下「母子家庭等医療費助成事務」という。）であっ

て規則で定めるもの 

                                    」 

 に改める。 

  別表第２中 

 「 
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(４) 乳幼児等医

療費助成事務で

あって規則で定

めるもの 

健康保険給付関係情報、船員保険給付関係情報、国民

健康保険給付関係情報、共済保険給付関係情報、身体

障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、療育

手帳情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情

報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(５) 母子家庭等

医療費助成事務

であって規則で

定めるもの 

健康保険給付関係情報、船員保険給付関係情報、国民

健康保険給付関係情報、共済保険給付関係情報、生活

保護関係情報、外国人生活保護関係情報、児童扶養手

当支給関係情報又は地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

(６) 高齢重度障

害者医療費助成

事務であって規

則で定めるもの 

後期高齢者医療給付関係情報、身体障害者手帳情報、

精神障害者保健福祉手帳情報、療育手帳情報、生活保

護関係情報、外国人生活保護関係情報又は地方税関

係情報であって規則で定めるもの 

(７) こども医療

費助成事務であ

って規則で定め

るもの 

健康保険給付関係情報、船員保険給付関係情報、国民

健康保険給付関係情報、共済保険給付関係情報、身体

障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、療育

手帳情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情

報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの 

                                    」 

 を 

 「 

(４) 高齢重度障

害者医療費助成

事務であって規

則で定めるもの 

後期高齢者医療給付関係情報、身体障害者手帳情報、

精神障害者保健福祉手帳情報、療育手帳情報、生活保

護関係情報、外国人生活保護関係情報又は地方税関

係情報であって規則で定めるもの 

(５) 乳幼児等医

療費助成事務で

あって規則で定

めるもの 

健康保険給付関係情報、船員保険給付関係情報、国民

健康保険給付関係情報、共済保険給付関係情報、身体

障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、療育

手帳情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情

報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(６) こども医療

費助成事務であ

って規則で定め

るもの 

健康保険給付関係情報、船員保険給付関係情報、国民

健康保険給付関係情報、共済保険給付関係情報、身体

障害者手帳情報、精神障害者保健福祉手帳情報、療育

手帳情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情
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報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの 

(７) 母子家庭等

医療費助成事務

であって規則で

定めるもの 

健康保険給付関係情報、船員保険給付関係情報、国民

健康保険給付関係情報、共済保険給付関係情報、生活

保護関係情報、外国人生活保護関係情報、児童扶養手

当支給関係情報又は地方税関係情報であって規則で

定めるもの 

                                    」 

 に改める。 
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 （趣旨） 

第１条 この条例は、高齢期移行者、重度障害

者、乳幼児等並びに母子家庭、父子家庭及び

遺児の福祉の増進を図ることを目的として、

これらの者に係る医療費の一部を助成する

ことについて必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (１) 高齢期移行者 ６５歳の誕生日の属

する月の初日から７０歳に達する日の属

する月の末日を経過していない者をいう。 

 

 

 

 (２) 重度障害者 身体障害者福祉法施行

規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表

第５号に定める障害の程度が１級又は２

級に該当する者及び児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第１２条に規定する児

童相談所、知的障害者福祉法（昭和３５年

法律第３７号）第１２条に規定する知的障

害者更生相談所、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第６条に規定する精神保健福祉セン

ターの長又は医療法（昭和２３年法律第２

０５号）第１条の５に規定する病院若しく

は診療所において、主として精神科若しく

は神経科を担当する医師により、重度知的

障害者（児）と判定された者又は精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律施行令

（昭和２５年政令第１５５号）第６条に定

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、高齢期移行者、重度障害

者（重度障害児を含む。以下同じ。）、高齢重

度障害者、乳幼児等、こども及び母子家庭等

の福祉の増進を図ることを目的として、これ

らの者に係る医療費の一部を助成すること

について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (１) 高齢期移行者 ６５歳の誕生日の属

する月の初日から７０歳に達する日の属

する月の末日を経過していない者（高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号。以下「法」という。）第５０条

第２号に該当する者を除く。）をいう。 

 (２) 重度障害者 次のいずれかに該当す

る者（法第５０条第１号又は第２号に該当

する者を除く。）をいう。 

  ア 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５

年厚生省令第１５号）別表第５号に定め

る障害の程度が１級又は２級に該当す

る者及び児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第１２条に規定する児童相談

所、知的障害者福祉法（昭和３５年法律

第３７号）第１２条に規定する知的障害

者更生相談所、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第６条に規定する精神保健福祉

センターの長又は医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第１条の５に規定する病

院若しくは診療所において、主として精

神科若しくは神経科を担当する医師に
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める障害の程度が１級に該当し、精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律第４５

条に定める精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている者（以下「重度精神障害者」

という。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 (３) 乳幼児等 乳児及び幼児等をいう。 

 (４) 乳児 １歳の誕生日の属する月の末

日を経過していない者（重度障害者医療又

は母子家庭等医療の受給者を除く。）をい

う。 

 (５) 幼児等 幼児及び低学年児をいう。 

 (６) 幼児 １歳の誕生日の属する月の翌

月の初日から６歳に達する日以後の最初

の３月３１日を経過していない者（重度障

害者医療又は母子家庭等医療の受給者を

除く。）をいう。 

 (７) 低学年児 ６歳に達する日の翌日以

後の最初の４月１日から９歳に達する日

以後の最初の３月３１日を経過していな

い者（重度障害者医療又は母子家庭等医療

の受給者を除く。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

より、重度知的障害者（児）と判定され

た者 

  イ 精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律施行令（昭和２５年政令第１５５

号）第６条に定める障害の程度が１級に

該当し、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律第４５条に定める精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 (３) 高齢重度障害者 前号ア又はイに該

当する者のうち法第５０条第１号又は第

２号に該当する者をいう。 

 (４) 乳幼児等 乳児及び幼児等をいう。 

 (５) 乳児 １歳の誕生日の属する月の末

日を経過していない者（重度障害者医療又

は母子家庭等医療の受給者を除く。）をい

う。 

 (６) 幼児等 １歳の誕生日の属する月の

翌月の初日から９歳に達する日以後の最

初の３月３１日を経過していない者（重度

障害者医療又は母子家庭等医療の受給者

を除く。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 (７) こども ９歳に達する日の翌日以後

の最初の４月１日から１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日を経過していな

い者（重度障害者医療若しくは母子家庭等

医療の受給者又は次に掲げる者を除く。）

をいう。 

  ア 婚姻している者及び婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事
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 (８)・(９) (略) 

 

 

 

 (１０) 医療保険各法の給付 高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第

８０号。以下単に「法」という。）及び法第

７条第１項に規定する医療保険各法（以下

「医療保険各法」という。）の規定による療

養の給付又は保険外併用療養費、療養費若

しくは訪問看護療養費の支給（家族療養

費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に

係る当該支給を含む。）をいう。 

 (１１) 被保険者等負担額 当該医療に要

する費用の額から医療保険各法の規定に

より医療の給付を行うもの（以下「保険者」

という。）が負担すべき額（保険者の規約、

定款、運営規則等により医療保険各法に規

定する保険給付と併せて当該保険給付に

準じて給付を受けることができる場合に

おける当該支給又は給付を含む。）を控除

した額（医療保険各法以外の法令、条例、

規則、規程等の規定により国、地方公共団

体（保険者たる地方公共団体を除く。）又は

独立行政法人の負担において医療に関す

る給付（以下「医療保険以外の国等の給付」

という。）が行われないときに限る。）をい

情にある者 

  イ 自らが法及び法第７条第１項に規定

する医療保険各法（以下これらを「医療

保険各法」という。）の規定による被保険

者（国民健康保険法（昭和３３年法律第

１９２号）の規定による被保険者にあっ

ては、世帯主に限る。）、組合員又は加入

者である者 

 (８)・(９) (略) 

 (１０) こども保護者 親権を行う者、未成

年後見人その他の者でこどもを現に監護

する者をいう。 

 (１１) 医療保険各法の給付 医療保険各

法の規定による療養の給付又は保険外併

用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費

の支給（家族療養費、家族訪問看護療養費

及び特別療養費に係る当該支給を含む。）

をいう。 

 

 

 

 (１２) 被保険者等負担額 当該医療に要

する費用の額から次に掲げる額を控除し

た額をいう。 

  ア 医療保険各法の規定により医療の給

付を行うもの（以下「保険者」という。）

が負担すべき額（保険者の規約、定款、

運営規則等により医療保険各法に規定

する保険給付と併せて当該保険給付に

準じて給付を受けることができる場合

における当該支給又は給付の額を含

む。） 

  イ 医療保険各法以外の法令、条例、規則、

規程等の規定により国、地方公共団体

（保険者たる地方公共団体を除く。）又
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う。 

 

 

 (１２) (略) 

 (１３) (略) 

 (１４) (略) 

 (１５) (略) 

 (１６) (略) 

 (１７) (略) 

 (１８) (略) 

 (１９) (略) 

 (２０) (略) 

 (２１) (略) 

 (２２) 母子家庭の児童 母子家庭の母に

監護される児童をいう。 

 (２３) 父子家庭の児童 父子家庭の父に

監護される児童をいう。 

 (２４) 母子家庭等 母子家庭の母及びそ

の児童、父子家庭の父及びその児童並びに

遺児をいう。 

 （福祉医療費の支給） 

第３条 市長は、市の区域内に住所を有する高

齢期移行者、重度障害者、乳児保護者又は幼

児等保護者及び母子家庭等に、次の各号によ

り算定した額を規則で定める手続に従い、福

祉医療費として支給する。 

 

 (１) (略) 

 (２) 重度障害者の福祉医療費 重度障害

者の疾病（重度精神障害者は、精神疾患に

よる疾病を除く。）又は負傷について医療

保険各法の給付が行われた場合において、

被保険者等負担額に相当する額から次の

額を一部負担金として控除した額とする。 

 

は独立行政法人の負担において行われ

る医療に関する給付（以下「医療保険以

外の国等の給付」という。）の額 

 (１３) (略) 

 (１４) (略) 

 (１５) (略) 

 (１６) (略) 

 (１７) (略) 

 (１８) (略) 

 (１９) (略) 

 (２０) (略) 

 (２１) (略) 

 (２２) (略) 

 

 

 

 

 (２３) 母子家庭等 母子家庭の母及びそ

の監護する児童、父子家庭の父及びその監

護する児童並びに遺児をいう。 

 （福祉医療費の支給） 

第３条 市長は、市の区域内に住所を有する高

齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、

乳児保護者、幼児等保護者、こども保護者及

び母子家庭等に、次の各号により算定した額

を規則で定める手続に従い、福祉医療費とし

て支給する。 

 (１) (略) 

 (２) 重度障害者及び高齢重度障害者の福

祉医療費 重度障害者又は高齢重度障害

者の疾病（これらの者が前条第２号イに該

当する者である場合の精神疾患による疾

病は、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律(平成１７年法

律第１２３号)第５８条に規定する自立支
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  ア・イ (略) 

 (３) 乳児及び幼児の福祉医療費 乳児及

び幼児の疾病又は負傷について医療保険

各法の給付が行われた場合において、被保

険者等負担額に相当する額とする。 

 (４) 低学年児の福祉医療費 低学年児の

疾病又は負傷について医療保険各法の給

付が行われた場合において、被保険者等負

担額に相当する額とする。 

 (５)・(６) (略) 

 (７) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を

併せて行う保険医療機関等にあっては、第

２号、第３号、第４号及び第５号の適用に

ついて、それぞれ別個の保険医療機関等と

みなす。 

２・３ (略) 

 （所得による支給制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、市長は、支

給区分に応じて定める次の所得状況に該当

する場合には、福祉医療費を支給しないもの

とする。ただし、特別の理由があると認めら

れるときは、支給の対象とすることができ

る。 

 (１) (略) 

 (２) 重度障害者については、重度障害者及

びその配偶者（婚姻の届出をしていない

援医療費（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律施行令(平

成１８年政令第１０号)第１条の２第３号

に規定する精神通院医療に限る。）の支給

を受けられる場合に限る。）又は負傷につ

いて医療保険各法の給付が行われた場合

において、被保険者等負担額に相当する額

から次の額を一部負担金として控除した

額とする。 

  ア・イ (略) 

 (３) 乳幼児等の福祉医療費 乳幼児等の

疾病又は負傷について医療保険各法の給

付が行われた場合において、被保険者等負

担額に相当する額とする。 

 (４) こどもの福祉医療費 こどもの疾病

又は負傷について医療保険各法の給付が

行われた場合において、被保険者等負担額

に相当する額とする。 

 (５)・(６) (略) 

 (７) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を

併せて行う保険医療機関等にあっては、第

２号及び第５号の適用について、それぞれ

別個の保険医療機関等とみなす。 

 

２・３ (略) 

 （所得による支給制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、市長は、支

給区分に応じて定める次の所得状況に該当

する場合には、福祉医療費を支給しないもの

とする。ただし、特別の理由があると認めら

れるときは、支給の対象とすることができ

る。 

 (１) (略) 

 (２) 重度障害者及び高齢重度障害者（以下

この号において「重度障害者等」という。）
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が、事実上婚姻と同様の事情にある者を含

む。）並びに重度障害者の民法（明治２９年

法律第８９号）第８７７条第１項に定める

扶養義務者（以下「扶養義務者」という。）

でその重度障害者の生計を維持する者に

ついて医療保険各法の給付が行われた月

の属する年度分の地方税法の規定による

市町村民税の同法第２９２条第１項第２

号に掲げる所得割の額（同法第３１４条の

７、同法附則第５条の４第６項、同法附則

第５条の４の２第５項及び同法附則第７

条の２第４項の規定による控除をされる

べき金額があるときは、当該金額を加算し

た額。以下同じ。）の合計額が２３万５，０

００円以上であるとき。 

 

 

 (３) 母子家庭等については、次の各号のい

ずれかに該当するとき。 

  ア 母子家庭の母、父子家庭の父及び養育

者（養育者がいない場合は当該遺児）の

前年の所得が児童扶養手当法（昭和３６

年法律第２３８号）第９条に規定する額

のうち児童扶養手当の全部が支給され

る額を超えるとき（低所得者である場合

には、児童扶養手当が支給停止となる額

以上であるとき）。 

  イ 母子家庭の母及び父子家庭の父が当

該児童の生計を維持できないものであ

る場合は、その者の扶養義務者で主とし

て母子家庭の母及びその児童並びに父

子家庭の父及びその児童の生計を維持

する者（以下「生計維持者」という。）の

前年の所得が、アに規定する額以上であ

るとき。 

については、重度障害者等及びその配偶者

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

と同様の事情にある者を含む。）並びに重

度障害者等の民法（明治２９年法律第８９

号）第８７７条第１項に定める扶養義務者

（以下「扶養義務者」という。）でその重度

障害者等の生計を維持する者について医

療保険各法の給付が行われた月の属する

年度分の地方税法の規定による市町村民

税の同法第２９２条第１項第２号に掲げ

る所得割の額（同法第３１４条の７、同法

附則第５条の４第６項、同法附則第５条の

４の２第５項及び同法附則第７条の２第

４項の規定による控除をされるべき金額

があるときは、当該金額を加算した額。以

下同じ。）の合計額が２３万５，０００円以

上であるとき。 

 (３) 母子家庭等については、次の各号のい

ずれかに該当するとき。 

  ア 母子家庭の母、父子家庭の父及び養育

者（養育者がいない場合は当該遺児）の

前年の所得が児童扶養手当法（昭和３６

年法律第２３８号）第９条に規定する額

のうち児童扶養手当の全部が支給され

る額を超えるとき（低所得者である場合

には、児童扶養手当が支給停止となる額

以上であるとき。）。 

  イ 母子家庭の母及び父子家庭の父が当

該監護する児童の生計を維持できない

ものである場合は、その者の扶養義務者

で主として母子家庭の母及びその監護

する児童並びに父子家庭の父及びその

監護する児童の生計を維持する者（以下

「生計維持者」という。）の前年の所得

が、アに規定する額以上であるとき。 
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  ウ (略) 

２ (略) 

３ 第１項第２号に規定する所得割の額を算

定する場合において、同号に掲げる者が地方

税法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死

別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしてい

ない者又は夫の生死の明らかでない者で政

令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらな

いで母となった女子であって、現に婚姻をし

ていないもの」と読み替えた場合に同号イに

該当する所得割の納税義務者又は同項第１

２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した

後婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら

かでない者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで父となった男子であっ

て、現に婚姻をしていないもの」と読み替え

た場合に同号に該当する所得割の納税義務

者であるときは、同法第３１４条の２第１項

第８号に規定する額（当該者が同法第２９２

条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しく

は夫と離婚した後婚姻をしていない者又は

夫の生死の明らかでない者で政令で定める

もの」とあるのを「婚姻によらないで母とな

った女子であって、現に婚姻をしていないも

の」と読み替えた場合に同法第３１４条の２

第３項に該当する者であるときは、同項に規

定する額）に同法第３１４条の３第１項に規

定する率を乗じて得た額を控除するものと

し、読み替えた場合に同法第２９５条第１項

の規定により当該所得割が課されないこと

となる者であるときは、所得割の額を零とし

て算定するものとする。 

 

 （支給方法の特例） 

第６条 老齢期移行者、重度障害者、乳幼児等

  ウ (略) 

２ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （支給方法の特例） 

第６条 高齢期移行者、重度障害者、高齢重度
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又は母子家庭等が、規則で定める手続に従

い、規則で定める兵庫県内の保険医療機関等

で医療を受けた場合において、市長は、当該

医療に関して費用を支払わなければならな

い者に代わり、その費用を第３条により支給

する額の限度において、当該保険医療機関等

に支払うことができる。 

 

２ (略) 

 （損害賠償との調整） 

第７条 市長は、老齢期移行者、重度障害者、

乳幼児等又は母子家庭等が疾病及び負傷に

関し、損害賠償を受けたときは、その価額の

限度において、福祉医療費の全部若しくは一

部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費

の全部若しくは一部に相当する額を返還さ

せることができる。 

 

障害者、乳幼児等、こども又は母子家庭等が、

規則で定める手続に従い、規則で定める兵庫

県内の保険医療機関等で医療を受けた場合

において、市長は、当該医療に関して費用を

支払わなければならない者に代わり、その費

用を第３条の規定により支給する額の限度

において、当該保険医療機関等に支払うこと

ができる。 

２ (略) 

 （損害賠償との調整） 

第７条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、

高齢重度障害者、乳幼児等、こども又は母子

家庭等が疾病及び負傷に関し、損害賠償を受

けたときは、その価額の限度において、福祉

医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は

既に支給した福祉医療費の全部若しくは一

部に相当する額を返還させることができる。 
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別表第１（第４条関係） 

執行機関 事務 

１ 市長 (１) (略) 

(２) (略) 

(３) 福祉医療費助成条例によ

る重度障害者の医療費の助成

及び資格の認定に関する事務

（以下「重度障害者医療費助

成事務」という。）であって規

則で定めるもの 

(４) 福祉医療費助成条例によ

る乳幼児等の医療費の助成及

び資格の認定に関する事務

（以下「乳幼児等医療費助成

事務」という。）であって規則

で定めるもの 

(５) 福祉医療費助成条例によ

る母子家庭等の医療費の助成

及び資格の認定に関する事務

（以下「母子家庭等医療費助

成事務」という。）であって規

則で定めるもの 

(６) 高齢重度障害者の医療費

の助成及び資格の認定に関す

る事務（以下「高齢重度障害者

医療費助成事務」という。）で

あって規則で定めるもの 

(７) こどもの医療費の助成及

び資格の認定に関する事務

（以下「こども医療費助成事

務」という。）であって規則で

定めるもの 

 

別表第１（第４条関係） 

執行機関 事務 

１ 市長 (１) (略) 

(２) (略) 

(３) 福祉医療費助成条例によ

る重度障害者の医療費の助成

及び資格の認定に関する事務

（以下「重度障害者医療費助

成事務」という。）であって規

則で定めるもの 

(４) 福祉医療費助成条例によ

る高齢重度障害者の医療費の

助成及び資格の認定に関する

事務（以下「高齢重度障害者医

療費助成事務」という。）であ

って規則で定めるもの 

(５) 福祉医療費助成条例によ

る乳幼児等の医療費の助成及

び資格の認定に関する事務

（以下「乳幼児等医療費助成

事務」という。）であって規則

で定めるもの 

(６) 福祉医療費助成条例によ

るこどもの医療費の助成及び

資格の認定に関する事務（以

下「こども医療費助成事務」と

いう。）であって規則で定める

もの 

(７) 福祉医療費助成条例によ

る母子家庭等の医療費の助成

及び資格の認定に関する事務

（以下「母子家庭等医療費助
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別表第２（第４条関係） 

執行機

関 

事務 特定個人情報 

１ 市

長 

(１) (略) (略) 

(２) (略) (略) 

(３) 重度

障害者医

療費助成

事務であ

って規則

で定める

もの 

健康保険給付関係情

報、船員保険給付関係

情報、国民健康保険給

付関係情報、共済保険

給付関係情報、身体障

害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）に

よる身体障害者手帳

に関する情報（以下

「身体障害者手帳情

報」という。）、精神保

健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３

号）による精神障害者

保健福祉手帳に関す

る情報（以下「精神障

害者保健福祉手帳情

報」という。）、知的障

害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号）によ

る知的障害者に関す

る情報（以下「療育手

帳情報」という。）、生

活保護関係情報、外国

人生活保護関係情報

成事務」という。）であって規

則で定めるもの 

 

別表第２（第４条関係） 

執行機

関 

事務 特定個人情報 

１ 市

長 

(１) (略) (略) 

(２) (略) (略) 

(３) 重度

障害者医

療費助成

事務であ

って規則

で定める

もの 

健康保険給付関係情

報、船員保険給付関係

情報、国民健康保険給

付関係情報、共済保険

給付関係情報、身体障

害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）に

よる身体障害者手帳

に関する情報（以下

「身体障害者手帳情

報」という。）、精神保

健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３

号）による精神障害者

保健福祉手帳に関す

る情報（以下「精神障

害者保健福祉手帳情

報」という。）、知的障

害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号）によ

る知的障害者に関す

る情報（以下「療育手

帳情報」という。）、生

活保護関係情報、外国

人生活保護関係情報
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又は地方税関係情報

であって規則で定め

るもの 

(４) 乳幼

児等医療

費助成事

務であっ

て規則で

定めるも

の 

健康保険給付関係情

報、船員保険給付関係

情報、国民健康保険給

付関係情報、共済保険

給付関係情報、身体障

害者手帳情報、精神障

害者保健福祉手帳情

報、療育手帳情報、生

活保護関係情報、外国

人生活保護関係情報

又は地方税関係情報

であって規則で定め

るもの 

(５) 母子

家庭等医

療費助成

事務であ

って規則

で定める

もの 

健康保険給付関係情

報、船員保険給付関係

情報、国民健康保険給

付関係情報、共済保険

給付関係情報、生活保

護関係情報、外国人生

活保護関係情報、児童

扶養手当支給関係情

報又は地方税関係情

報であって規則で定

めるもの 

(６) 高齢

重度障害

者医療費

助成事務

であって

規則で定

めるもの 

後期高齢者医療給付

関係情報、身体障害者

手帳情報、精神障害者

保健福祉手帳情報、療

育手帳情報、生活保護

関係情報、外国人生活

保護関係情報又は地

又は地方税関係情報

であって規則で定め

るもの 

(４) 高齢

重度障害

者医療費

助成事務

であって

規則で定

めるもの 

後期高齢者医療給付

関係情報、身体障害者

手帳情報、精神障害者

保健福祉手帳情報、療

育手帳情報、生活保護

関係情報、外国人生活

保護関係情報又は地

方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

(５) 乳幼

児等医療

費助成事

務であっ

て規則で

定めるも

の 

健康保険給付関係情

報、船員保険給付関係

情報、国民健康保険給

付関係情報、共済保険

給付関係情報、身体障

害者手帳情報、精神障

害者保健福祉手帳情

報、療育手帳情報、生

活保護関係情報、外国

人生活保護関係情報

又は地方税関係情報

であって規則で定め

るもの 

(６) こど

も医療費

助成事務

であって

規則で定

めるもの 

健康保険給付関係情

報、船員保険給付関係

情報、国民健康保険給

付関係情報、共済保険

給付関係情報、身体障

害者手帳情報、精神障

害者保健福祉手帳情

報、療育手帳情報、生

活保護関係情報、外国



   淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

   附則第４項による改正（淡路市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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方税関係情報であっ

て規則で定めるもの 

(７) こど

も医療費

助成事務

であって

規則で定

めるもの 

健康保険給付関係情

報、船員保険給付関係

情報、国民健康保険給

付関係情報、共済保険

給付関係情報、身体障

害者手帳情報、精神障

害者保健福祉手帳情

報、療育手帳情報、生

活保護関係情報、外国

人生活保護関係情報

又は地方税関係情報

であって規則で定め

るもの 

 

 

 

 

人生活保護関係情報

又は地方税関係情報

であって規則で定め

るもの 

(７) 母子

家庭等医

療費助成

事務であ

って規則

で定める

もの 

健康保険給付関係情

報、船員保険給付関係

情報、国民健康保険給

付関係情報、共済保険

給付関係情報、生活保

護関係情報、外国人生

活保護関係情報、児童

扶養手当支給関係情

報又は地方税関係情

報であって規則で定

めるもの 
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議案第１０号 

 

   淡路市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

第１条 淡路市国民健康保険条例（平成１７年淡路市条例第１４４号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条の次に次の１条を加える。 

  （被保険者としない者） 

 第３条の２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により児童福祉施

設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親

に委託されている児童であって、民法（明治２９年法律第８９号）の規定によ

る扶養義務者のないものは、被保険者としない。 

 

第２条 淡路市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

  第７条を削り、第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条を第５条と

し、第３条の２を第４条とする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和９年４月

１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行（前項ただし書の規定による施行をいう。）の日前に受けた感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１

４号）第３７条の２の規定による医療に係る結核医療付加金の支給については、

なお従前の例による。 



   淡路市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

   第１条による改正 

 

現        行 改   正   案 
 

- 74 - 
 

 

 （規則への委任） 

第３条 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （規則への委任） 

第３条 (略) 

 （被保険者としない者） 

第３条の２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）の規定により児童福祉施設に入所し

ている児童又は小規模住居型児童養育事業を

行う者若しくは里親に委託されている児童で

あって、民法（明治２９年法律第８９号）の

規定による扶養義務者のないものは、被保険

者としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   淡路市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

   第２条による改正 

 

現        行 改   正   案 
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 （被保険者としない者） 

第３条の２ (略) 

 （一部負担金） 

第４条 (略) 

 （出産一時金） 

第５条 (略) 

２ (略) 

 （葬祭費） 

第６条 (略) 

２ (略) 

 （結核医療付加金） 

第７条 被保険者が、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１０

年法律第１１４号）第３７条の２の規定によ

り、医療を受けたときは、その医療に要する

費用については、結核医療付加金として一部

負担金相当額を支給する。 

 

 

 

 （被保険者としない者） 

第４条 (略) 

 （一部負担金） 

第５条 (略) 

 （出産一時金） 

第６条 (略) 

２ (略) 

 （葬祭費） 

第７条 (略) 

２ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 76 - 

 

議案第１１号 

 

   淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

                       淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例    

 

 淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年淡路市

条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第９条の見出しを「（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件）」に改め、同条

中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１０条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支

援事業所」に改める。 

 第１３条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」

を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１６条第６号を次のように改める。 

 (６) 利用定員 

 第１６条第７号中「、終了」を「及び終了」に、「及び利用」を「その他の利用」

に改める。 

 第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改め

る。 

 第２０条第３項中「係る利用定員」の右に「（子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）第２７条第１項又は同法第２９条第１項の確認において定める利用

定員をいう。）」を加える。 

 第２２条の次に次の 1 条を加える。 

 （設備及び職員の基準の特例） 

第２２条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を

行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を

行う場合には、前２条の規定は適用しない。 

 第２６条後段を削る。 
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 第２７条中「その職員」を「その乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （乳児等通園支援事業者の職員の一般的条

件） 

第９条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全

な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備

え、児童福祉事業に熱意のある者であって、

できる限り児童福祉事業の理論及び実際に

ついて訓練を受けた者でなければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び

技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、常

に自己研鑽
さん

に励み、法に定める事業の目的を

達成するために必要な知識及び技能の修得、

維持及び向上に努めなければならない。 

２ (略) 

 

（虐待等の防止） 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利

用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心

身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

 

 （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げ

る乳児等通園支援事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(１)～(５) (略) 

 (６) 乳児、幼児の区分ごとの利用定員 

 (７) 乳児等通園支援事業の利用の開始、終

了に関する事項及び利用に当たっての留

意事項 

(８)～(１１) (略) 

 

 （乳児等通園支援事業所の職員の一般的要

件） 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全

な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備

え、児童福祉事業に熱意のある者であって、

できる限り児童福祉事業の理論及び実際に

ついて訓練を受けた者でなければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び

技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常

に自己研鑽
さん

に励み、法に定める事業の目的を

達成するために必要な知識及び技能の修得、

維持及び向上に努めなければならない。 

２ (略) 

 

（虐待等の禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利

用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心

身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げ

る乳児等通園支援事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

 (１)～(５) (略) 

 (６) 利用定員 

 (７) 乳児等通園支援事業の利用の開始及

び終了に関する事項その他の利用に当た

っての留意事項 

(８)～(１１) (略) 



淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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（秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業者の職員は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳

幼児又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ (略) 

 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 (略) 

２ (略) 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育

所、認定こども園（就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定

こども園法」という。）第２条第６項に規定す

る認定こども園をいい、保育所であるものを

除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居

宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う

事業所において、当該施設又は事業を利用す

る児童の数（以下この項において「利用児童

数」という。）がその施設又は事業に係る利用

定員の総数に満たない場合であって、当該利

用定員の総数から当該利用児童数を除いた

数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児

等通園支援事業をいう。 

 

 

 

 

（職員） 

第２２条 (略) 

 

 

 

（秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳

幼児又はその家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ (略) 

 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 (略) 

２ (略) 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育

所、認定こども園（就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定

こども園法」という。）第２条第６項に規定す

る認定こども園をいい、保育所であるものを

除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居

宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う

事業所において、当該施設又は事業を利用す

る児童の数（以下この項において「利用児童

数」という。）がその施設又は事業に係る利用

定員（子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第２７条第１項又は同法第２９

条第１項の確認において定める利用定員を

いう。）の総数に満たない場合であって、当該

利用定員の総数から当該利用児童数を除い

た数以下の数の乳幼児を対象として行う乳

児等通園支援事業をいう。 

 

 （職員） 

第２２条 (略) 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２２条の２ 子ども・子育て支援法第３０条



淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （準用） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定は、余

裕活用型乳児等通園支援事業について準用

する。この場合において、第２３条中「一般

型乳児等通園支援事業」とあるのは「余裕活

用型乳児等通園支援事業」とし、第２４条中

「一般型乳児等通園支援事業を行う者」とあ

るのは「余裕活用型乳児等通園支援事業を行

う者」とする。 

（電磁的記録） 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその職

員は、記録、作成その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）

で行うことが規定されている又は想定され

るものについては、書面に代えて、当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 

 

    

 

第１項第４号に規定する特例保育を行う事

業者が、当該特例保育を行う事業所において

一般型乳児等通園支援事業を行う場合には、

前２条の規定は適用しない。 

 

 （準用） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定は、余

裕活用型乳児等通園支援事業について準用

する。 

 

 

 

 

 

 （電磁的記録） 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその乳

児等通園支援事業所の職員は、記録、作成そ

の他これらに類するもののうち、この条例の

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以

下この条において同じ。）で行うことが規定

されている又は想定されるものについては、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）により行

うことができる。 
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議案第１２号 

 

   淡路市火入れに関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市火入れに関する条例（平成１７年淡路市条例第１８５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１４条第１項中「発表された場合又は」を「発表され、又は林野火災に関する

注意報若しくは」に改め、同条第２項中「、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表

された場合又は」を「又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林

野火災に関する注意報若しくは」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



   淡路市火入れに関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入許可

の期間中であっても、強風注意報若しくは乾

燥注意報が発表された場合又は火災警報が発

令された場合には、火入れを行ってはならな

い。 

２ 火入責任者は、火入れの実施中に風勢等に

よって他に延焼するおそれがあると認められ

る場合、強風注意報若しくは乾燥注意報が発

表された場合又は火災警報が発令された場合

は、速やかに火入れを中止し、消火しなけれ

ばならない。 

 

 （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入許可

の期間中であっても、強風注意報若しくは乾

燥注意報が発表され、又は林野火災に関する

注意報若しくは火災警報が発令された場合に

は、火入れを行ってはならない。 

２ 火入責任者は、火入れの実施中に風勢等に

よって他に延焼するおそれがあると認められ

る場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が

発表され、若しくは林野火災に関する注意報

若しくは火災警報が発令された場合は、速や

かに火入れを中止し、消火しなければならな

い。 
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議案第１３号 

 

   淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例制定の件 

 

 淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第 号 

 

   淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市

条例第１６６号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条、第１３条関係） 

１ 宿泊使用料（１人１泊につき） 

部屋別 種別 ７人以上利用 ３人以上利用 ２人利用 １人利用 

和室 

８畳 

１４畳 

 

大人 

円 

－ 

円 

８，０２０ 

円 

８，８４０ 

円 

９，６４０ 

小人 － ６，２６０ ７，０７０ ８，０２０ 

和室 

１８畳 

大人 ６，７５０ ８，０２０ ８，８４０ ９，６４０ 

小人 ５，１４０ ６，２６０ ７，０７０ ８，０２０ 

洋室 
大人 － － ８，８４０ ９，６４０ 

小人 － － ７，０７０ ８，０２０ 

備考 

１ 宿泊利用者が、次に掲げる日に宿泊する場合は、この表に定める使用料に次

の割増料金を加算する。 

  (１) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日に宿泊する場合 １人につき７９０円 

  (２) １月１日から同月３日まで、７月２１日から８月３１日まで並びに１２



- 84 - 

 

月３０日及び同月３１日に宿泊する場合 １人につき３，２００円 

 ２ 宿泊のみで利用する場合は、この表に定める使用料に割増料金１人につき７

９０円を加算することができる。 

３ ４歳未満の者が独立して寝具を利用しないときは、当該者の宿泊使用料を無

料とする。この場合において、当該者は宿泊利用者の数に算入しない。 

４ 宿泊利用者の利用時間は、原則として午後４時から翌日午前１０時までとす

る。 

５ 宿泊利用者が１５人以上の団体利用の場合は、この表に定める使用料及び前

項までの規定により算出した額から当該額の１割に相当する額を減算する。 

６ 「大人」とは、中学生以上の者をいう。 

７ 「小人」とは、小学生以下の者をいう。 

２ 会議室使用料 

区分 定員 単位 使用料 冷暖房設備使用料 

会議室 ４０人 １時間 

円 円 

６６０ ３００ 

備考 

 １ 使用料算定の基礎となる利用の時間が１時間に満たないとき、又は１時間未

満の端数があるときは、これを１時間とする。 

 ２ 冷暖房設備を利用するときは、当該利用区分に係る使用料の額に当該利用区

分に係る冷暖房設備使用料を加算した額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関

する条例（以下「改正後の条例」という。）別表の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用

に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 改正後の条例の施行に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行

うことができる。 
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正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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別表（第８条、第１３条関係） 

１ 宿泊使用料（１人１泊につき） 

部屋

別 
種別

７人以上

利用 

３人以上

利用 
２人利用 １人利用

和室 

８畳 

14畳 

 円 円 円 円 

大人 － 5,230 5,760 6,280 

小人 － 4,080 4,610 5,230 

和室 

18畳 

大人 4,400 5,230 5,760 6,280 

小人 3,350 4,080 4,610 5,230 

 

 

備考 

１ 宿泊利用者が、次に掲げる日に宿泊する

場合は、上記使用料に次の割増料金を加算

する。 

  (１) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日に宿泊する場合 １人につ

き５２０円 

  (２) １２月３０日及び１２月３１日並び

に１月１日から１月３日までに宿泊する

場合 １人につき２，０９０円 

 

２ 宿泊のみで利用する場合は、上記使用料

に割増料金１人につき５２０円を加算する

ことができる。 

３ ４歳未満の者が独立して寝具を利用しな

いときは、当該者の宿泊使用料を無料とす

る。この場合において、当該者は宿泊利用

者の数に算入しない。 

４ 宿泊利用者の利用時間は、原則として午

後４時から翌日午前１０時までとする。 

５ 宿泊利用者が１５人以上の団体利用の場

  

別表（第８条、第１３条関係） 

１ 宿泊使用料（１人１泊につき） 

部屋

別 
種別

７人以上

利用 

３人以上

利用 
２人利用 １人利用 

和室 

８畳 

14畳 

 円 円 円 円 

大人 － 8,020 8,840 9,640 

小人 － 6,260 7,070 8,020 

和室 

18畳 

大人 6,750 8,020 8,840 9,640 

小人 5,140 6,260 7,070 8,020 

洋室 
大人 － － 8,840 9,640 

小人 － － 7,070 8,020 

備考 

１ 宿泊利用者が、次に掲げる日に宿泊する

場合は、この表に定める使用料に次の割増

料金を加算する。 

  (１) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に宿泊する場合 １人に

つき７９０円 

  (２) １月１日から同月３日まで、７月２

１日から８月３１日まで並びに１２月３

０日及び同月３１日に宿泊する場合 １

人につき３，２００円 

２ 宿泊のみで利用する場合は、この表に定

める使用料に割増料金１人につき７９０円

を加算することができる。 

３ ４歳未満の者が独立して寝具を利用しな

いときは、当該者の宿泊使用料を無料とす

る。この場合において、当該者は宿泊利用

者の数に算入しない。 

４ 宿泊利用者の利用時間は、原則として午

後４時から翌日午前１０時までとする。 

５ 宿泊利用者が１５人以上の団体利用の場



   淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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合は、上記使用料及び前項までの規定によ

り算出した額から当該額の１割に相当する

額を減算する。 

６ 「大人」とは、中学生以上の者をいう。 

７ 「小人」とは、小学生以下の者をいう。 

２ 会議室使用料 

区分 定員 単位 使用料 

冷暖房

設備使

用料 

   円 円 

多目的ホール

（全面） 

150人 １時間 1,320 500 

多目的ホール

（半面） 
50人 〃 660 300 

備考 

 １ 使用料算定の基礎となる利用の時間が１

時間に満たないとき、又は１時間未満の端

数があるときは、これを１時間とする。 

 ２ 冷暖房設備を利用するときは、当該利用

区分に係る使用料の額に当該利用区分に係

る冷暖房設備使用料を加算した額とする。 

合は、この表に定める使用料及び前項まで

の規定により算出した額から当該額の１割

に相当する額を減算する。 

６ 「大人」とは、中学生以上の者をいう。 

７ 「小人」とは、小学生以下の者をいう。 

２ 会議室使用料 

区分 定員 単位 使用料 

冷暖房

設備使

用料 

   円 円 

会議室 40人 １時間 660 300 

備考 

 １ 使用料算定の基礎となる利用の時間が１

時間に満たないとき、又は１時間未満の端

数があるときは、これを１時間とする。 

 ２ 冷暖房設備を利用するときは、当該利用

区分に係る使用料の額に当該利用区分に係

る冷暖房設備使用料を加算した額とする。 
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議案第１４号 

 

   淡路市東浦健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件 

 

 淡路市東浦健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市東浦健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

 淡路市東浦健康増進施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第

１６４号）の一部を次のように改正する。 

別表第２項の表を次のように改める。 

２ 宿泊施設使用料（１人１泊につき） 

部屋別 種別 ３人以上利用 ２人利用 １人利用 

和室 

６畳 

１０畳 

 円 円 円 

大人 ８，０２０ ８，８４０ ９，６４０ 

小人 ６，２６０ ７，０７０ ８，０２０ 

備考 

１ 宿泊利用者が、次に掲げる日に宿泊する場合は、この表に定める使用料に次の

割増料金を加算する。 

 (１) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に宿泊する場合 １人につき７９０円 

 (２) １月１日から同月３日まで、７月２１日から８月３１日まで並びに１２月

３０日及び同月３１日に宿泊する場合 １人につき３，２００円 

２ 宿泊のみで利用する場合は、この表に定める使用料に割増料金１人につき７９

０円を加算することができる。 

３ ４歳未満の者が独立して寝具を利用しないときは、当該者の宿泊使用料を無料

とする。この場合において、当該者は、利用者の数に算入しない。 
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４ 宿泊利用者の利用時間は、原則として午後４時から翌日午前１０時までとする。 

５ 宿泊利用者が１５人以上の団体利用の場合は、この表に定める使用料及び前項

までの規定により算出した額から当該額の１割に相当する額を減算する。 

６ 「大人」とは、中学生以上の者をいう。 

７ 「小人」とは、小学生以下の者をいう。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の淡路市東浦健康増進施設の設置及び管理に関する条

例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同

日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

 



淡路市東浦健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例新旧対照表 
 

現        行 改   正   案 
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別表（第１１条、第１８条関係） 

１ 温浴施設使用料 

(略) 

備考 (略) 

２ 宿泊施設使用料（１人１泊につき） 

部屋別 種別 
３ 人 以 上

利用 
２人利用 １人利用 

和室 

６畳 

１０畳 

 円 円 円 

大人 5,230 5,760 6,280 

小人 4,080 4,610 5,230 

備考 

１ 宿泊利用者が、次に掲げる日に宿泊する

場合は、上記使用料に次の割増料金を加算

する。 

  (１) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に宿泊する場合 １人に

つき５２０円 

  (２) １月１日から同月３日まで並びに１

２月３０日及び同月３１日に宿泊する場

合 １人につき２，０９０円 

 

２ 宿泊のみで利用する場合は、上記使用料

に割増料金１人につき５２０円を加算する

ことができる。 

３ ４歳未満の者が独立して寝具を利用しな

いときは、当該者の宿泊使用料を無料とす

る。この場合において、当該者は、利用者

の数に算入しない。 

４ 宿泊利用者の利用時間は、原則として午

後４時から翌日午前１０時までとする。 

５ 宿泊利用者が１５人以上の団体利用の場

合は、上記使用料及び前項までの規定によ

り算出した額から当該額の１割に相当する

額を減算する。 

６ 「大人」とは、中学生以上の者をいう。 

７ 「小人」とは、小学生以下の者をいう。 

  

別表（第１１条、第１８条関係） 

１ 温浴施設使用料 

(略) 

備考 (略) 

２ 宿泊施設使用料（１人１泊につき） 

部屋別 種別 
３ 人 以 上

利用 
２人利用 １人利用 

和室 

６畳 

１０畳 

 円 円 円 

大人 8,020 8,840 9,640 

小人 6,260 7,070 8,020 

備考 

１ 宿泊利用者が、次に掲げる日に宿泊する

場合は、この表に定める使用料に次の割増

料金を加算する。 

  (１) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に宿泊する場合 １人に

つき７９０円 

  (２) １月１日から同月３日まで、７月２

１日から８月３１日まで並びに１２月３

０日及び同月３１日に宿泊する場合 １

人につき３，２００円 

２ 宿泊のみで利用する場合は、この表に定

める使用料に割増料金１人につき７９０円

を加算することができる。 

３ ４歳未満の者が独立して寝具を利用しな

いときは、当該者の宿泊使用料を無料とす

る。この場合において、当該者は、利用者

の数に算入しない。 

４ 宿泊利用者の利用時間は、原則として午

後４時から翌日午前１０時までとする。 

５ 宿泊利用者が１５人以上の団体利用の場

合は、この表に定める使用料及び前項まで

の規定により算出した額から当該額の１割

に相当する額を減算する。 

６ 「大人」とは、中学生以上の者をいう。 

７ 「小人」とは、小学生以下の者をいう。 
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議案第１５号 

 

   淡路市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例制定の

件 

 

 淡路市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市空家等の適切な管理に関する条例（令和元年淡路市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加

える。 

 (５) 管理不全空家等 法第１３条第１項に規定する管理不全空家等をいう。 

 (６) 管理不全法定外空家等 適切な管理が行われないことによりそのまま放置

すれば特定法定外空家等に該当することとなるおそれがある状態にあると認め

られる法定外空家等をいう。 

 第９条の見出し中「又は特定法定外空家等の認定」を「、管理不全空家等の認定

等」に改め、同条第１項中「空家等又は法定外空家等が適切に管理されず、第２条

第４号に規定する状態にあると認めるときは、当該」を「前条に規定する立入調査

により、」に改め、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項

とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、法第９条第１項に規定する調査により、空家等又は法定外空家等をそ

れぞれ管理不全空家等又は管理不全法定外空家等として認定することができる。 

 第１０条第１項中「特定空家等に対する措置については」を「前条第１項の規定

により認定した特定空家等の所有者等に対する措置は」に改め、同条第２項中「特

定法定外空家等の所有者等」を「前条第１項の規定により認定した特定法定外空家

等の所有者等」に改める。 

 第１０条の次に次の１条を加える。 

 （管理不全空家等又は管理不全法定外空家等に対する措置） 
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第１０条の２ 第９条第２項の規定により認定した管理不全空家等の所有者等に対

する措置は、法第１３条に定めるところによる。 

２ 市長は、第９条第２項の規定により認定した管理不全法定外空家等の所有者等

に対し、特定法定外空家等に該当することとなることを防止するために必要な措

置をとるよう指導をすることができる。 

３ 市長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全法定外

空家等の状態が改善されず、特定法定外空家等に該当することとなるおそれが大

きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の特

定法定外空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置について

勧告することができる。 

  第１１条中「（特定空家等又は特定法定外空家等を含む。以下この条において

同じ。）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (１)～(４) (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 (５) 所有者等 所有者又は管理について権

原を有する者をいう。 

 (６) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在

する者（通学し、又は通勤する者等を含む。）

又は市内で事業活動を行う法人その他の団

体をいう。 

 

 （特定空家等又は特定法定外空家等の認定） 

第９条 市長は、空家等又は法定外空家等が適

切に管理されず、第２条第４号に規定する状

態にあると認めるときは、当該空家等又は法

定外空家等をそれぞれ特定空家等又は特定法

定外空家等として認定することができる。 

 

 

 

 

２ 市長は、前項の認定をしようとするときは、

あらかじめ、淡路市空家等対策協議会条例（平

成３０年淡路市条例第２号）第１条に規定す

る淡路市空家等対策協議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (１)～(４) (略) 

 (５) 管理不全空家等 法第１３条第１項に

規定する管理不全空家等をいう。 

 (６) 管理不全法定外空家等 適切な管理が

行われないことによりそのまま放置すれば

特定法定外空家等に該当することとなるお

それがある状態にあると認められる法定外

空家等をいう。 

 (７) 所有者等 所有者又は管理について権

原を有する者をいう。 

 (８) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在

する者（通学し、又は通勤する者等を含む。）

又は市内で事業活動を行う法人その他の団

体をいう。 

 

 （特定空家等、管理不全空家等の認定等） 

第９条 市長は、前条に規定する立入調査によ

り、空家等又は法定外空家等をそれぞれ特定

空家等又は特定法定外空家等として認定す

ることができる。 

 

２ 市長は、法第９条第１項に規定する調査に

より、空家等又は法定外空家等をそれぞれ管

理不全空家等又は管理不全法定外空家等と

して認定することができる。 

３ 市長は、前２項の認定をしようとするとき

は、あらかじめ、淡路市空家等対策協議会条

例（平成３０年淡路市条例第２号）第１条に

規定する淡路市空家等対策協議会の意見を聴

かなければならない。 
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 （特定空家等又は特定法定外空家等に対する

措置） 

第１０条 特定空家等に対する措置について

は、法第２２条に定めるところによる。 

 

２ 市長は、特定法定外空家等の所有者等に対

し、当該特定法定外空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保

全を図るために必要な措置（そのまま放置す

れば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの

ある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ

のある状態にない特定法定外空家等について

は、建築物の除却を除く。次項において同じ。）

をとるよう助言又は指導をすることができ

る。 

３～１６ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （応急措置） 

 （特定空家等又は特定法定外空家等に対する

措置） 

第１０条 前条第１項の規定により認定した特

定空家等の所有者等に対する措置は、法第２

２条に定めるところによる。 

２ 市長は、前条第１項の規定により認定した

特定法定外空家等の所有者等に対し、当該特

定法定外空家等に関し、除却、修繕、立木竹

の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るた

めに必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等

著しく保安上危険となるおそれのある状態又

は著しく衛生上有害となるおそれのある状態

にない特定法定外空家等については、建築物

の除却を除く。次項において同じ。）をとるよ

う助言又は指導をすることができる。 

３～１６ (略) 

 （管理不全空家等又は管理不全法定外空家等

に対する措置） 

第１０条の２ 第９条第２項の規定により認定

した管理不全空家等の所有者等に対する措置

は、法第１３条に定めるところによる。 

２ 市長は、第９条第２項の規定により認定し

た管理不全法定外空家等の所有者等に対し、

特定法定外空家等に該当することとなること

を防止するために必要な措置をとるよう指導

をすることができる。 

３ 市長は、前項の規定による指導をした場合

において、なお当該管理不全法定外空家等の

状態が改善されず、特定法定外空家等に該当

することとなるおそれが大きいと認めるとき

は、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹

の伐採その他の特定法定外空家等に該当する

こととなることを防止するために必要な措置

について勧告することができる。 

 （応急措置） 
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第１１条 市長は、災害その他特別の事情によ

り、人の生命、身体又は財産に重大な危害を

及ぼすおそれがある空家等又は法定外空家等

（特定空家等又は特定法定外空家等を含む。

以下この条において同じ。）について、他に適

切な手段がなく、緊急の必要があると認める

ときは、当該危害を回避するために必要最小

限の応急的な措置（以下「応急措置」という。）

を講ずることができる。 

２・３ (略) 

第１１条 市長は、災害その他特別の事情によ

り、人の生命、身体又は財産に重大な危害を

及ぼすおそれがある空家等又は法定外空家等

について、他に適切な手段がなく、緊急の必

要があると認めるときは、当該危害を回避す

るために必要最小限の応急的な措置（以下「応

急措置」という。）を講ずることができる。 

 

 

２・３ (略) 
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議案第１６号 

 

   淡路市運動公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

制定の件 

 

 淡路市運動公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

  令和８年２月２６日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市運動公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市運動公園の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第２４６号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条の表生穂新島運動公園の項施設の欄を次のように改める。 

多目的ドーム・フットサル場 

多目的広場 

スポーツパーク 

 第６条第１項第３号中「多目的広場」の右に「及びスポーツパーク」を加える。 

 別表第２号の表に次のように加える。 

スポーツパーク 

市民 
１時間につき 

１，０００円 
－ 

市民外 
１時間につき 

２，０００円 

 別表第２号に備考として次のように加える。 

  備考 スポーツパークの占用許可は、一般利用を制限し占用して競技大会の目

的に使用する場合に限り許可するものとし、この使用に対しては、使用料

を徴収する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の淡路市運動公園の設置及び管理に関する条例第２条
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に規定する生穂新島運動公園スポーツパークに係る同条例第８条第１項の利用

の許可その他当該スポーツパークの利用に関し必要な手続その他の行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 
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 （名称及び位置） 

第２条 運動公園の名称、施設及び位置は、

次のとおりとする。 

 名称 施設 位置  

 津名臨海運

動公園 
(略) (略) 

 

 生穂新島運

動公園 

多 目 的 ド ー

ム・フットサ

ル場 

淡路市生穂新

島８番地６ 

 

多目的広場 

 北淡西スポ

ーツセンタ

ー 

(略) (略) 

 

 

 （利用時間） 

第６条 運動公園の利用時間は、次のとおり

とする。 

 (１)・(２) (略) 

(３) 生穂新島運動公園（多目的広場） 

   

  ア ４月から１０月まで 午前９時から

午後８時まで 

  イ １１月から翌年の３月まで 午前９

時から午後５時まで 

２ (略) 

 

別表（第１１条関係） 

 (１) 津名臨海運動公園 

(略)  

備考 

１～４ (略) 

 

 （名称及び位置） 

第２条 運動公園の名称、施設及び位置は、

次のとおりとする。 

 名称 施設 位置  

 津名臨海運

動公園 
(略) (略) 

 

 生穂新島運

動公園 

多 目 的 ド ー

ム・フットサ

ル場 

淡路市生穂新

島８番地６ 

 

多目的広場 

スポーツパー

ク 

 北淡西スポ

ーツセンタ

ー 

(略) (略) 

 

 

 （利用時間） 

第６条 運動公園の利用時間は、次のとおり

とする。 

 (１)・(２) (略) 

 (３) 生穂新島運動公園（多目的広場及び

スポーツパーク） 

  ア ４月から１０月まで 午前９時から

午後８時まで 

  イ １１月から翌年の３月まで 午前９

時から午後５時まで 

２ (略) 

 

別表（第１１条関係） 

 (１) 津名臨海運動公園 

(略)  

備考 

１～４ (略) 
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 (２) 生穂新島運動公園 

施設区分 利用者

区分 

使用料 夜間照明設

備使用料 

 

 多目的ド

ーム・フ

ットサル

場 

市民 
１ 時 間 に つ

き 1,040円 

１時間につ

き 100円 

 

 
市民外 

１ 時 間 に つ

き 2,090円 

 

 

多目的広

場 

市民 
１ 時 間 に つ

き 1,500円 
－ 

 

 
市民外 

１ 時 間 に つ

き 3,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 北淡西スポーツセンター 

(略)  
 

 (２) 生穂新島運動公園 

施設区分 利用者

区分 

使用料 夜間照明設

備使用料 

 

 多目的ド

ーム・フ

ットサル

場 

市民 
１ 時 間 に つ

き 1,040円 

１時間につ

き 100円 

 

 
市民外 

１ 時 間 に つ

き 2,090円 

 

 

多目的広

場 

市民 
１ 時 間 に つ

き 1,500円 
－ 

 

 
市民外 

１ 時 間 に つ

き 3,000円 

 

スポーツ

パーク 

市民 
１ 時 間 に つ

き 1,000円 
－ 

 

  

 
市民外 

１ 時 間 に つ

き 2,000円 

 

 備考 スポーツパークの占用許可は、一般利

用を制限し占用して競技大会の目的に

使用する場合に限り許可するものとし、

この使用に対しては、使用料を徴収す

る。 

 

 (３) 北淡西スポーツセンター 

(略)  
 

 


